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１．議事日程 

   （平成１８年第４回安芸高田市議会１２月定例会第１日目） 

 

平成１８年１２月８日 

午 前 １ ０ 時 開 会 

於 安 芸 高 田 市 議 場 

 

日 程 第 １   会議録署名議員の指名 

日 程 第 ２   会期の決定 

日 程 第 ３   議案第１０９号 広島県市町公務災害補償組合を組織する地方公共団体の数

の増加及び組合規約の変更について 

日 程 第 ４  議案第１１０号 安芸高田市長期継続契約を終結することができる契約を定

める条例 

日 程 第 ５  議案第１１１号 過疎地域自立促進計画の変更について 

日 程 第 ６  議案第１１２号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について 

日 程 第 ７  議案第１１３号 安芸高田市基幹集会所設置及び管理条例の一部を改正する

条例 

日 程 第 ８  議案第１１４号 広島県後期高齢者医療広域連合の設立について 

日 程 第 ９  議案第１１５号 安芸高田市税条例の一部を改正する条例 

日程第１０ 議案第１１６号 安芸高田市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

日程第１１ 議案第１１７号 芸北広域環境施設組合規約の変更について 

日程第１２ 議案第１１８号 土地改良事業計画の変更について【法恩地井才田地区】 

日程第１３ 議案第１１９号 字の区域の変更について【法恩地井才田地区井才田工区】 

日程第１４ 議案第１２０号 字の区域の変更について【長瀬川地区篠原工区】 

日程第１５ 議案第１２１号 字の区域の変更について【長瀬川地区下川根工区】 

日程第１６ 議案第１２２号 安芸高田市簡易水道事業給水条例の一部を改正する条例 

日程第１７ 議案第１２３号 安芸高田市飲料水供給事業給水条例の一部を改正する条例 

日程第１８ 議案第１２４号 安芸高田市水道事業給水条例の一部を改正する条例 

日程第１９ 議案第１２５号 平成１８年度安芸高田市一般会計補正予算（第５号） 
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日程第２０ 議案第１２６号 平成１８年度安芸高田市国民健康保険特別会計補正予算

（第３号） 

日程第２１ 議案第１２７号 平成１８年度安芸高田市介護保険特別会計補正予算（第３

号） 

日程第２２ 議案第１２８号 平成１８年度安芸高田市公共下水道事業特別会計補正予算

（第３号） 

日程第２３ 議案第１２９号 平成１８年度安芸高田市特定環境保全公共下水道事業特別

会計補正予算（第３号） 

日程第２４ 議案第１３０号 平成１８年度安芸高田市農業集落排水事業特別会計補正予

算（第３号） 

日程第２５ 議案第１３１号 平成１８年度安芸高田市浄化槽整備事業特別会計補正予算

（第３号） 

日程第２６ 議案第１３２号 平成１８年度安芸高田市簡易水道事業特別会計補正予算

（第３号） 

日程第２７ 議案第１３３号 平成１８年度安芸高田市飲料水供給事業特別会計補正予算

（第１号） 

 

２．出席議員は次のとおりである。（２１名） 

１番    明 木 一 悦    ２番    秋 田 雅 朝 

３番    田 中 常 洋    ４番    加 藤 英 伸 

６番    川 角 一 郎    ７番    塚 本  近 

８番    赤 川 三 郎    ９番    松 村 ユ キ ミ 

１０番    熊 高 昌 三   １１番    藤 井 昌 之 

１２番    青 原 敏 治   １３番    金 行 哲 昭 

１４番    杉 原  洋   １５番    入 本 和 男 



 3 

１６番    山 本 三 郎   １７番     今 村 義 照 

１８番    玉 川 祐 光   １９番    岡 田 正 信 

２０番    亀 岡  等   ２１番    渡 辺 義 則 

２２番    松 浦 利 貞  

 

３．欠席議員は次のとおりである 

５番    小 野 剛 世 

 

４．会議録署名議員 

４番    加 藤 英 伸    ６番    川 角 一 郎 

 

５．地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名（２２名） 

市     長    児 玉 更太郎      副 市 長    増 元 正 信  

副 市 長    藤 川 幸 典      総 務 部 長    新 川 文 雄  

自治振興部長     田 丸 孝 二      市 民 部 長    杉 山 俊 之 

福祉保健部長兼

福祉事務所長
    廣 政 克 行     産業振興部長     清 水  盤     

建設部長   

兼公営企業部長
    金 岡 英 雄     教 育 長    佐 藤  勝   

教 育 次 長    沖 野 清 治     消 防 長    竹 川 信 明    

八千代支所長     平 下 和 夫     美土里支所長     立 川 堯 彦      

高 宮 支 所 長    猪 掛 智 則     甲 田 支 所 長    宍 戸 邦 夫      

向 原 支 所 長    益 田 博 志   総 務 課 長  高 杉 和 義      

財 政 課 長    垣 野 内  壮     社会福祉課長  重 本 邦 明 

高齢者福祉課長    沖 野 和 明   保健医療課長  武 岡 隆 文 
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６．職務のため議場に出席した事務局の職氏名（４名） 

事 務 局 長  増 本 義 宣    議事調査係長   児 玉 竹 丸 
書 記  国 岡 浩 祐    書 記    倉 田 英 治 
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～～～～～～～～◯～～～～～～～ 

午前１０時００分 開会 

○松 浦 議 長   それでは、おはようございます。 

時間が参りました。 

ただいまの出席議員は２１名であります。 

定足数に達しておりますので、これより平成１８年第４回安芸高田

市議会定例会を開会いたします。 

直ちに本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりであります。 

日程に入るに先立ち、議会事務局長より諸般の報告をいたさせます。 

事務局長 増本義宣君。 

◯増本事務局長   諸般の報告をいたします。 

第１点、市長並びに教育委員長より、本定例会に説明員として出席

委任するものの職氏名の一覧表が提出されております。 

第２点、市長より３千万円以上１億５千万円未満の工事請負契約締

結についての報告がありました。 

第３点、監査委員より平成１８年１０月分例月出納検査結果の報告

がありました。 

それぞれの写しをお手元に配布いたしておりますので、ご了承くだ

さい。 

以上で諸般の報告を終わります。 

◯松 浦 議 長   以上をもって諸般の報告を終わります。 

続いて、市長から行政報告の申し出がありましたのでこれを許しま

す。 

市長 児玉更太郎君。 

○児 玉 市 長   本定例会の冒頭に当たり、一言ごあいさつを申し上げます。 

本日、安芸高田市議会、第４回定例会を第２回臨時会に引き続き招

集いたしましたところ、議員の皆様には、大変ご多忙の中をご出席い

ただき、誠にありがとうございます。 

また、臨時会における決算審査特別委員会では、慎重審議の上、全

会計の決算について、認定のご議決をいただき、誠にありがとうござ

いました。委員会で出されましたご意見等につきましては、今後の行

政運営に活かすべく、努力をしてまいりたいと存じます。 

さて、平成１８年も残すところあとわずかとなりましたが、現在、

本市では、平成１９年度に向けての新年度の当初予算の編成作業を進

めさせていただいておるわけでございますが、地方を取り巻くさまざ

まな状況は、合併後においても引き続き厳しく、とりわけ財政面では

平成１９年度で新型交付税の導入や、県合併交付金の終了などに伴い

まして、２億円余りの減収が予想されます。こうした中、このたび、

旧町時代から新市における現在までの財政状況を分析すると同時に、

将来にわたっての財政推計を実施したところ、このままでいきますと、
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平成１９年度において６億６，７００万円、さらにその後の数年間も

毎年５億円から８億円の財源不足となる、厳しい結果が出てまいりま

した。このことを受けまして、予算編成が本格化する前に、副市長２

人をトップとする２班で、先月の１１月２８日から１２月１２日まで

の間で、全職員を対象とした財政緊急説明会を実施しておるところで

ございます。今、置かれている状況と将来の姿を的確に捉え、庁内全

体で共通認識を持つ中で、現在、実施している行財政改革を、さらに

強力に推し進める必要があることを、改めて強く認識した次第でござ

います。議員の皆様におかれましても、行財政改革の推進につきまし

ては、ますますのご支援とご協力を賜りますようによろしくお願いを

申し上げます。 

さて本定例会へ、ご提案を申し上げます案件は、議案２５件でござ

います。 

どうぞ、よろしくご審議をいただきますようお願い申し上げまして、

ごあいさつにさせていただきます。 

○松 浦 議 長   以上をもって行政報告を終わります。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

◯松 浦 議 長       日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第７９条の規定により、議長において、

４番、加藤英伸君、及び６番、川角一郎君を指名いたします。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第２ 会期の決定 

○松 浦 議 長   日程第２、会期の決定を議題といたします。 

本定例会の運営について、過日議会運営委員会を開き、ご協議いた

だいておりますので、その結果について議会運営委員長の報告を求め

ます。 

１４番 杉原洋君。 

○杉 原委員 長   失礼いたします。平成１８年第４回定例会の運営につきまして、去

る１２月１日に議会運営委員会を開き、次のとおり申し合わせいたし

ましたので報告いたします。 

まず、会期につきましてはお手元の会期日程のとおり、本日から１

２月２０日までの１３日間といたしました。議事の都合により、明日

９日と１０日及び１３日から１７日まで、並びに１９日を休会といた

します。 

本定例会に付議されます案件は、送付しております議案２５件でご

ざいます。なお、ほかに議案４件について状況が整いましたら、お手

元の日程のとおり１８日及び２０日にそれぞれ上程される予定となっ

ています。議案審議についてでございますが、お手元の付託表のとお

り、議案第１０９号から議案第１２４号までについては上程の後、提

案理由の説明及び質疑を行い、それぞれ所管の常任委員会に付託する
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ことといたしました。 

そのほか、議案第１２５号から議案第１３３号までの９件について

は付託を省略することといたしました。また、後に上程される予定の

議案についてでございますが、補正予算にかかるもの１件以外はそれ

ぞれ所管の常任委員会に付託いたします。 

なお、一般質問の取り扱いにつきましては、質問は届け出順とし、

初日７人、２日目６人で２日間、時間制限は設けず、質問は３回まで

といたします。 

次に、請願が提出されておりますが、この件はお手元の請願文書表

のとおり文教厚生常任委員会に付託されます。 

以上、報告を終わります。 

○松 浦 議 長   お諮りします。 

ただいまの委員長の報告のとおり、会期は１３日間とすることにご

異議ございませんか。 

〔異議なし〕 

○松 浦 議 長   ご異議なしと認めます。 

よって、会期は１３日間と決しました。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第３ 議案第１０９号 広島県市町公務災害補償組合を組 

織する地方公共団体の数の増加及び組合規約の変更 

について 

日程第４ 議案第１１０号 安芸高田市長期継続契約を終結す 

ることができる契約を定める条例 

日程第５ 議案第１１１号 過疎地域自立促進計画の変更につ 

いて 

日程第６ 議案第１１２号 辺地に係る公共的施設の総合整備 

計画の変更について 

日程第７ 議案第１１３号 安芸高田市基幹集会所施設及び管 

理条例の一部を改正する条例 

○松 浦 議 長   日程第３、議案第１０９号、広島県市町公務災害補償組合を組織す

る地方公共団体の数の増加及び組合規約の変更についての件から、日

程第７、議案第１１３号、安芸高田市基幹集会所施設及び管理条例の

一部を改正する条例の件まで５件を一括して議題とします。 

この際、議案の朗読を省略いたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

市長 児玉更太郎君。 

○児 玉 市 長   議案第１０９号から議案第１１３号までの提案理由をご説明申し上

げます。 

まず、議案第１０９号でございます。広島県市町公務災害補償組合

を組織する地方公共団体の数の増加及び組合規約の変更についてでご

ざいます。本案は、平成１９年２月に設立されます広島県後期高齢者
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医療広域連合が、広島県市町公務災害補償組合に加入することになっ

ていることから、同組合の加入数を増とすると同時に、規約の一部を

変更する必要が生じたため、地方自治法第２９０条の規定によりまし

て、議会の議決を求めるものでございます。 

次に、議案第１１０号、安芸高田市長期継続契約を締結することが

できる契約を定める条例についてでございます。本案は、平成１６年

１１月に改正された地方自治法に基づき、物品を借り入れる契約で、

契約期間が 1 年を超えるもの及び役務の提供を受ける契約で、毎年４

月１日から当該役務の提供を受ける必要があるものなど、商習慣上複

数年度にわたり契約することが一般的であるものについて、長期継続

契約を締結することを可能とするため、必要な条例を新たに制定する

ものでございます。本来、地方公共団体には地方自治法第２０８条の

規定により、会計年度独立の原則が課せられており、電気、ガス、水

道、電話及び不動産の借り入れといった契約以外は、単年度契約しか

できないこととされていましたが、昨今、多様化する契約形態に機動

的に対応するため、例えば物品のリース契約など商習慣上複数年度に

わたって契約することが一般的なものについても、その範囲を拡大し

長期継続契約を締結することを可能にするものでございます。 

次に、議案第１１１号、過疎地域自立促進計画の変更についてでご

ざいます。本案は過疎地域自立促進特別措置法第６条第６項の規定に

おいて準用する、同条第１項の規定によりまして、安芸高田市過疎地

域自立促進計画を別紙のとおり変更することについて議会の議決を求

めるものでございます。 

次に、議案第１１２号、辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変

更についてでございます。本案は、辺地に係る公共的施設の総合整備

のための財政上の特別措置等に関する法律第３条第５項の規定におい

て準用する同条第１項の規定により、長屋・高地辺地における総合整

備計画を別紙のとおり変更することについて、議会の議決を求めるも

のでございます。 

次に、議案第１１３号、安芸高田市基幹集会所設置及び管理条例の

一部を改正する条例についてでございます。本案は、安芸高田市基幹

集会所設置及び管理条例に基づき、現在、市が管理しております美土

里町の北地域運営協議会活動拠点施設に、消防分駐所を設置すること

に伴いまして、平成１９年１月１日から基幹集会所としての用途を廃

止する旨を定めるものと、現在、建設を進めております美土里町旧本

郷小学校、旧北小学校及び旧生桑小学校の各施設を、建設後の平成１

９年４月１日から、それぞれ指定管理施設として運営するため、必要

な条例改正を行うものでございます。 

以上５議案について、よろしく審議のうえ適当なるご決議を賜りま

すようにお願い申し上げます。 

○松 浦 議 長   これをもって提案理由の説明を終わります。 
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これより質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

〔質疑なし〕 

○松 浦 議 長   質疑ないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

本５件は、総務企画常任委員会に付託をいたします。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第８ 議案第１１４号 広島県後期高齢者医療広域連合の 

設立について 

日程第９ 議案第１１５号 安芸高田市税条例の一部を改正す 

る条例 

日程第１０ 議案第１１６号 安芸高田市国民健康保険税条例の 

一部を改正する条例 

日程第１１ 議案第１１７号 芸北広域環境施設組合規約の変更 

について 

○松 浦 議 長   日程第８、議案第１１４号、広島県後期高齢者医療広域連合の設立

についての件から、日程第１１、議案第１１７号、芸北広域環境施設

組合規約の変更についてまでの４件を一括して議題といたします。 

この際、議案の朗読を省略いたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

市長 児玉更太郎君。 

○児 玉 市 長   議案第１１４号から議案第１１７号までの提案理由をご説明申し上 

げます。 

まず、議案第１１４号、広島県後期高齢者医療広域連合の設立につ 

いてでございます。本案は、さきの通常国会において可決成立いたし

ました、高齢者の医療の確保に関する法律第４８条の規定によりまし

て、後期高齢者医療の事務を処理するため、都道府県の区域ごとに当

該区域内のすべての市町村が加入する広域連合を設けることとされた

ため、地方自治法第２８４条第３項の規定により、広島市を初めとす

る県内すべての市町の協議によりまして、別紙のとおり規約を定め、

広島県後期高齢者医療広域連合を設立するものでございます。 

次に、議案第１１５号、安芸高田市税条例の一部を改正する条例に

ついてでございます。本案は、平成１８年４月１日から地方税法等の

一部が改正されたことに伴いまして、安芸高田市税条例の一部を改正

する必要が生じたものでございます。このたびの主な改正は、三位一

体改革における地方への税源移譲に伴う関係のものでございます。 

次に、議案第１１６号、安芸高田市国民健康保険税条例の一部を改

正する条例についてでございます。本案は、平成１８年４月１日から

地方税法等の一部が改正されたことに伴いまして、安芸高田市国民健

康保険税条例の一部を改正する必要が生じたものでございます。 

次に、議案第１１７号、芸北広域環境施設組合規約の変更について

でございます。本案は、さきの通常国会において地方自治法の一部が
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改正され、吏員制度が廃止されたことに伴い、芸北広域環境施設組合

の規約変更が必要となったため、地方自治法第２９０条の規定により

まして、議会の議決を求めるものでございます。 

以上４議案について、よろしくご審議賜りたいと思います。 

○松 浦 議 長   これをもって提案理由の説明を終わります。 

これより質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

〔質疑なし〕 

○松 浦 議 長   質疑なしと認め、これをもって質疑を終結いたします。 

本４件は、文教厚生常任委員会に付託いたします。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第１２ 議案第１１８号 土地改良事業計画の変更につい 

て【法恩地井才田地区】 

日程第１３ 議案第１１９号 字の区域の変更について【法恩 

地井才田地区井才田工区】 

日程第１４ 議案第１２０号 字の区域の変更について【長瀬 

川地区篠原工区】 

日程第１５ 議案第１２１号 字の区域の変更について【長瀬 

川地区下川根工区】 

日程第１６ 議案第１２２号 安芸高田市簡易水道事業給水条 

例の一部を改正する条例 

日程第１７ 議案第１２３号 安芸高田市飲料水供給施設給水 

条例の一部を改正する条例 

日程第１８ 議案第１２４号 安芸高田市水道事業給水条例の 

一部を改正する条例 

○松 浦 議 長   日程第１２、議案第１１８号、土地改良事業計画の変更について（法

恩地井才田地区）の件から、日程第１８、議案第１２４号、安芸高田

市水道事業給水条例の一部を改正する条例までの７件を一括して議題

といたします。 

この際、議案の朗読を省略いたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

市長 児玉更太郎君。 

○児 玉 市 長   議案第１１８号から議案第１２４号までの提案理由の説明を申し上

げます。 

まず、議案第１１８号、土地改良事業計画の変更について（法恩地

井才田地区）でございます。本案は、安芸高田市甲田町において、平

成１４年度から、団体営ほ場整備事業法恩地井才田地区として実施し

てまいりました土地改良事業計画について、受益面積の減少に伴いま

して、計画を変更する必要が生じたため、土地改良法第９６条の３第

１項の規定によりまして、議会の議決を求めるものでございます。 

次に、議案第１１９号、字の区域の変更について（法恩地井才田地
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区井才田工区）でございます。本案は、安芸高田市甲田町において、

平成１４年度から実施してまいりました団体営ほ場整備事業法恩地井

才田地区のうち、井才田工区の換地計画書の作成に伴いまして、字の

区域に変更が生じたため、地方自治法第２６０条第１項の規定により

まして、議会の議決を求めるものでございます。 

次に、議案第１２０号、字の区域の変更について（長瀬川地区篠原

工区）でございます。本案は、安芸高田市高宮町において、平成１４

年度から実施してまいりました県営ほ場整備事業長瀬川地区の篠原工

区の換地計画書の作成に伴いまして、字の区域に変更の必要が生じた

ため、地方自治法第２６０条第１項の規定により議会の議決を求める

ものでございます。 

次に、議案第１２１号、字の区域の変更について（長瀬川地区下川

根工区）でございます。本案は、安芸高田市高宮町において、平成１

４年度から実施してまいりました県営ほ場整備事業長瀬川地区のうち、

下川根工区の換地計画書の作成に伴いまして、字の区域に変更を生じ

たため、地方自治法第２６０条第１項の規定によりまして、議会の議

決を求めるものでございます。 

次に、議案第１２２号、安芸高田市簡易水道事業給水条例の一部を

改正する条例から議案第１２４号、安芸高田市水道事業給水条例の一

部を改正する条例までの３議案について説明を申し上げます。本案は、

水道事業者が消滅時効の完成しない債権であっても、一定の要件が備

われば放棄することができる旨を条例で定めるため、それぞれ必要な

改正をするものです。従来、水道使用料は地方自治法の規定によりま

して、公法上の債権で５年が経過すれば消滅時効が完成するとされて

おりましたが、最高裁判所の判断により、水道使用料は私法上の債権

で民法の適用を受け、時効の援用がなければ消滅時効が完成しないこ

ととされました。こうしたことから、本市においても他市の例を参考

に水道３事業において、必要な条例改正をするものでございます。 

なお、債権放棄の手続きについては、その範囲などを定める規則・

規程を同時に整備し、適正な運用を図っていきたいと考えております。 

以上合わせて７議案について、よろしくご審議のうえ、適当なるご

議決をいただきますようにお願い申し上げます。 

○松 浦 議 長   これをもって提案理由の説明を終わります。 

これより質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

〔質疑なし〕 

○松 浦 議 長   質疑なしと認めます。 

これをもって質疑を終結いたします。 

本７件は、産業建設常任委員会に付託をいたします。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第１９ 議案第１２５号 平成１８年度安芸高田市一般会 
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計補正予算（第５号） 

○松 浦 議 長   日程第１９、議案第１２５号、平成１８年度安芸高田市一般会計補

正予算（第５号）の件を議題といたします。 

この際、議案の朗読を省略いたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

市長 児玉更太郎君。 

○児 玉 市 長   議案第１２５号、議案名が平成１８年度安芸高田市一般会計補正予

算（第５号）でございます。 

本案は、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ、１２億

９，４７５万８千円を追加し、予算の総額を２３０億１，６９８万８

千円とするものでございます。歳入につきましては、市税１億４，９

６０万円、分担金及び負担金２，５６２万７千円、国庫支出金３億３，

３１２万９千円、県支出金２億５，２８７万５千円、繰入金７，４４

８万９千円、繰越金１億５，９１８万３千円、諸収入３８５万５千円、

市債２億９，６００万円をそれぞれ追加するものでございます。歳出

につきましては、議会費１６万３千円、総務費２億５，５１８万８千

円、民生費９，８３７万円、衛生費１，８３９万４千円、農林水産業

費４，８０６万３千円、商工費６０５万３千円、消防費３，８１９万

７千円、災害復旧費８億５，５７３万４千円をそれぞれ追加し、土木

費２，２９８万円、教育費２４２万４千円をそれぞれ減額するもので

ございます。 

次に、繰越明許費の補正でありますが、地方自治法第２１３条第１

項の規定により、翌年度に繰り越して使用できる事業費として、４事

業、６億６，４００万円を繰越明許費とするものであります。また、

地方債の補正につきましては、その借入限度額を、４０億２，９９０

万円と定めるものであります。 

以上よろしく審議を賜りたいと思います。 

○松 浦 議 長   これをもって提案理由の説明を終わります。 

この際、担当部長から要点の説明を求めます。 

総務部長 新川文雄君。 

○新川総務部長   初めに、このたびの補正予算について、補正議案書に添付させてい

ただいております補正予算議案資料に基づきまして、まず概要のご説

明をさせていただきます。 

１ページをお開きいただきたいと思います。１ページにつきまして

は、会計別予算の状況でございます。一般会計の補正額でございます

が、１２億９，４７５万８千円を計上いたしております。補正後の予

算額は、２３０億１，６９８万８千円となり、前年同期と比べますと、

９６．９％で、３．１％の減になっております。このたび、一般会計

ほか、８特別会計の補正も計上しております。 

次に一般会計の補正状況でございますが、２ページをお開きいただ

きたいと思っております。一般会計の歳入でございますが、補正額の
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１２億９，４７５万８千円のうち、１款の市税１億４，９６０万円の

増額、１８款の特別会計からの前年度精算によります一般会計への繰

入金７，４４８万９千円、１９款の前年度からの繰越金１億５，９１

８万３千円は、特定されない一般財源として計上さしていただいてお

ります。残り９億１，１４８万６千円につきましては、それぞれ目的

別に使途が特定された特定財源として充当させていただいておるとこ

ろでございます。１款の市税につきましては１億４，９６０万円の増

額でございますが、景気が回復基調にあることから、法人税、固定資

産税の償却資産の増額が主なもので、補正後の市税の予算総額は３３

億６，８０２万２千円で、平成１７年度の決算額と比較いたしますと、

額にいたしまして１，９７４万９千円、率にして０．６％の伸びを見

込んでおるところでございます。 

続きまして３ページでございますが、歳出の予算でございます。補

正の要点説明につきましては、後ほど予算書の事項別明細書によって

ご説明させていただきたいと思っております。 

４ページをお願いします。このことにつきましては、款別の節ごと

の補正額を掲げておる状況でございます。 

続きまして、６ページをお願いいたします。一般会計歳出の補正予

算の性質別の経費を款と項別に掲げております。このたびの補正は、

人件費が３８３万１千円の減額、扶助費が８，１６４万７千円の増額、

物件費が４，８５０万８千円、維持補修費が１，３２５万２千円、補

助費等が６，３２８万７千円、積立金が２億２，９６３万７千円の増

額で、貸付金が９８万４千円の減額、繰出金７０８万１千円の減額、

普通建設事業費が１，４５８万９千円、また、このたびの災害復旧事

業費によります補正額が８億５，５７３万４千円の増額を計上いたし

ております。 

続きまして、８ページをお開き願いいたします。８ページにつきま

しては、今回の補正につきまして、節を性質別に分類した補正額を掲

げております。 

９ページ以降につきましては、性質別の用語の解説を記載しており

ますので参考にしていただければと思っております。それでは、一般

会計補正予算の要点のご説明をいたします。議案第１２５号によりま

してご説明させていただきます。 

まず、１０ページをお開きいただきたいと思います。歳入でござい

ます。１款の市税、１項の市民税、１目の個人市民税を６７０万円、

２目の法人市民税を６千万円の増額するものでございます。２項の固

定資産税につきましては２，２９０万円の増額で、土地分を９００万

円、家屋分を１９０万円、償却資産を１，２００万円、それぞれ増額

するものでございます。続きまして４項の市町村たばこ税につきまし

ては、大口消費者の大量購入によりまして、６千万円の増額をするも

のでございます。 
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下段１１ページでございますが、１２款の分担金及び負担金でござ

いますが、１項の分担金、２目の災害復旧費分担金、２，５６２万７

千円の増額につきましては、９月の大雨によります災害に伴う農業用

施設災害の地元負担金７％、農地災害、地元負担金１０％の受益者分

担金を計上するものでございます。１４款の国庫支出金、1 項の国庫

負担金、1 目の民生費国庫負担金、３，１５４万１千円の増額は、障

害者自立支援訓練等給付費負担金２，１００万円、児童手当の制度改

正に伴います児童福祉費負担金、１，１８５万８千円の増額が主なも

のでございます。２目の衛生費国庫負担金２１５万６千円の減額につ

きましては、保健事業費負担金の減が主なものでございます。３目の

災害復旧費国庫負担金３億６０万円の増額は、大雨災害によります道

路４３カ所、河川４０カ所、補助率６６．７％の土木災害復旧費によ

ります国庫負担金を計上するものでございます。 

１２ページをお願いします。２項の国庫補助金、２目の民生費国庫

補助金、３６万９千円の増額につきましては、障害者自立支援給付費

の県補助金、４目の土木費国庫補助金９０万７千円は、市営住宅整備

に伴う地域住宅交付金、６目の教育費国庫補助金２万６千円は、寄宿

舎等の補助金をそれぞれ増額するものでございます。続きまして３項

の委託金でございます。２目の民生費委託金１８４万２千円の増額に

つきましては、国民年金事務費委託金の確定によるものでございます。

１５款の県支出金、１項の県負担金、２目の民生費県負担金１，８８

４万８千円の増額につきましては、障害者自立支援訓練等給付費負担

金１，０５２万５千円、児童手当の制度改正に伴いまして、児童福祉

費負担金１，２５４万５千円の増額が主なものでございます。 

下段の１３ページでございますが、３目の衛生費県負担金、２１５

万６千円の減額につきましては、保健事業費の負担金の減が主なもの

でございます。２項の県補助金、１目の総務費県補助金、１８万３千

円の減額につきましては、まちづくりフォーラムの事業内容の変更に

伴いまして、補助金の減でございます。２目の民生費県補助金、３８

６万１千円の増額につきましては、社会福祉費関係事業補助金の調整、

また、児童福祉費の補助金の乳幼児医療公費負担事業費補助金、４０

８万９千円の増額が主なものでございます。３目の衛生費県補助金３

０万１千円の増額につきましては、環境対策車両用の購入に伴います

地域廃棄物対策支援事業補助金を計上するものでございます。４目の

農林水産業費県補助金８２万９千円の増額につきましては、９月の大

雨、台風等により被害を受けた園芸施設復旧補助金を計上するもので

ございます。５目の災害復旧費県補助金でございますが、２億３，１

３７万７千円の増額につきましては、今回の大雨災害に伴います、農

業用施設、農地及び林業用施設の災害復旧費補助金を計上するもので

ございます。 

続きまして１４ページをお願いします。３項の委託金、２目の民生
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費委託金でございますが、２千円の減額は、障害児等実態調査事業委

託金の確定によりますもので、２千円の減額をいたすものでございま

す。１８款の繰入金、１項の特別会計繰入金につきましては、下段の

１５ページにまいりまして、総額７，４４８万９千円の増額で、各下

水道事業、また、水道事業特別会計の平成１７年度分繰出金の精算に

よるものでございます。１９款の繰越金でございます。１億５，９１

８万３千円の増額につきましては、平成１７年度の決算に伴います歳

計剰余金の基金積立金２億１千万円を除いた、純繰越金の増額でござ

います。２０款の諸収入でございます。５項の雑入、４目の雑入、３

８５万５千円の増額につきましては、建設部の管理課関係分の国県樋

門操作委託金３３０万円の増額、消防本部関係の雑入につきましては、

救急体制強化助成金といたしまして、１２９万１千円の増額が主なも

のでございます。 

１６ページをお願いいたします。市債でございます。１項の市債、

５目の土木債、公営住宅整備事業債１千万円の減額、また、県営事業

負担金に充当いたしております、災害関連急傾斜地対策事業債を１千

万円計上するものでございます。６目の消防債でございますが、９５

０万円の増額につきましては、防火水槽整備に伴います起債を増額す

るものでございます。８目の特別会計繰出金の８０万円の減額につき

ましては、下水道事業に係る過疎債の調整分をさせていただいたもの

でございます。１１款の災害復旧費２億８，７３０万円の増額につき

ましては、農林災害、また土木災害復旧に充当する起債の増額をする

ものでございます。 

続きまして歳出でございますが、下段の１７ページをお願いいたし

ます。１款の議会費、１６万３千円の増額につきましては、職員人件

費の増額でございます。２款の総務費、１項の総務管理費、１目の一

般管理費の中で、４１４万１千円の増額でございますが、このことに

つきましては、総務課付職員の 1 名増によるものでございます。１１

節の需用費４２４万１千円の増額につきましては、市の例規集の追録

加除、データベースの更新費の追加でございます。続きまして１９節

の負担金補助及び交付金９４万１千円の増額につきましては、職員の

健康診断受診者の増に伴います負担金の増を計上させていただいてお

ります。５目の財産管理費でございますが、１４５万１千円の増額に

つきましては、需用費関係で４８０万６千円の増額につきましては、

庁舎修繕、燃料の高騰による庁舎燃料代、車両燃料代を増額するもの

でございます。１９節の負担金補助及び交付金６７万１千円の増額に

つきましては、地域集会所整備補助金の増でございます。６目の基金

管理費でございます。２億２，９６３万７千円の増額につきましては、

財政調整基金に基金として積立をいたすものでございます。 

１８ページをお願いします。９目の交通安全対策費でございますが、

費目のみの組み替えでございまして、工事請負費を６万円減額させて
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いただいて、交通安全啓発に伴います需用費関係を６万円増額させて

いただいているとこでございます。１０目の諸費につきましても、費

目の組み替えをさせていただいて、需用費の減額、また防犯灯設置補

助金として、２６万３千円を増額するものでございます。１１目の行

政情報処理費につきましては、１７５万４千円の増額でございますが、

１節の報酬１３万５千円の増額につきましては、地域情報化推進懇談

会の開催回数の増によりまして、委員報酬を増額するものでございま

す。その他の費目につきましては、プリンター用の専用帳票購入費、

シュレッダー賃借料など電算処理事務費の増額をいたすものでござい

ます。１２目の自治振興費でございますが、５３万４千円の減額につ

きましては、当初市民フォーラム開催事業を実行委員会方式で開催補

助金として計上しておりましたが、まちづくり委員会主催とするため

に、補助金から各経費の直接支払い費目へ変更をいたすものでござい

ます。 

下段の１９ページにまいりまして、２項の徴税費でございますが、

１，０５４万７千円の増額につきましては、税務職員等の時間外勤務

手当ての増額が主なものでございます。２目の賦課徴収費１，１１４

万４千円の増額につきましては、来年度からの地方税法改正に伴いま

す、電算システム改修費を計上するものでございます。３項の戸籍住

民基本台帳費の１７５万５千円の減額は、年度中途に国保会計から一

般会計に１名の職員の配置がえ、また、育児休業によります職員給与

の調整によるものでございます。 

２０ページをお願いします。４項の選挙費でございますが、３７万

３千円の減額でございます。５項の統計調査費４０万９千円、６項の

監査委員費１２３万３千円の減額につきましては、職員給与の調整で、

監査委員の減額につきましては、職員の育児休業によるものでござい

ます。 

下段の２１ページでございます。３款の民生費でございますが、社

会福祉総務費の９６２万７千円の減額でございますが、職員人件費２

３８万５千円の減額につきましては、病気休暇を伴います職員１名を

総務課付に異動をいたすものでございます。２８節の繰出金につきま

しては、７２４万２千円の減額につきましては、国民健康保険特別会

計の繰出金の減が主なものでございます。２目の障害者福祉費でござ

います。１０月から施行されました、障害者自立支援事業５，５４１

万８千円の増額でございます。精神障害者地域生活支援事業委託費、

また、施設入所者訓練等支援扶助費の増額が主なものでございます。

３目の老人福祉費２１万１千円の減額につきましては、１３節の委託

料１，０８２万６千円の減額につきましては、これまで一般会計にお

いて在宅支援事業として位置づけで実施しておりました、生きがい活

動支援通所委託事業を介護予防としての見直しを行いまして、介護保

険特別会計へ組み替えを行うものでございます。１９節の負担金及び
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交付金でございますが、１４６万９千円の増額につきましては、事務

の共同事業としてこれから設立されます、広島県後期高齢者医療広域

連合への負担金を計上いたすものでございます。２３節の償還金利子

及び割引料８０５万５千円の増額につきましては、在宅福祉事業、介

護保険事業の前年度におきます、国県補助金の精算返納金でございま

す。５目の社会福祉医療公費負担事業費１０２万５千円の増額は、役

務費の支払審査手数料を減額いたしまして、重度心身障害者療養援護

扶助費６５万円を増額させていただいて、前年度の老人医療費公費負

担県補助金の精算返納償還分といたしまして、７８万３千円を計上す

るものでございます。 

２２ページをお願いします。７目の人権会館費でございますが、３

２万円の減額は職員人件費の調整でございます。８目の老人福祉セン

ター費３２９万８千円の増額は、豪雨によりまして、ふれあいセンタ

ーいきいきの里浄化槽修繕１９万９千円、向原総合福祉センター管理

業務の見直しによります、指定管理委託の３０９万９千円を増額する

ものでございます。２項の児童福祉費の１目の児童福祉総務費、２３

１万円の増額につきましては、入所者増加に伴いまして、母子生活支

援入所委託料を増額するものでございます。続きまして２目の保育所

費でございますが、４７万３千円の減額につきましては、職員給与費

の減額につきましては、育児休業２名によるものでございます。１１

節の需用費３９１万円の増額につきましては、入所者増に伴いまして

教材費等、また消耗品費、灯油等の高騰によりまして燃料代、また、

施設修繕費を増額するものでございます。１９節の負担金交付金につ

きましては、みつや保育所整備に伴う水道加入負担金を計上するもの

でございます。 

２３ページにまいりまして、児童手当費３，４８２万円の増額でご

ざいますが、制度改正によりまして、小学６年生まで児童手当の支給

対象となりましたことから、児童手当扶助費を増額するものでござい

ます。５目の児童福祉医療公費負担事業費６８６万円の増額につきま

しては、当初見積りに比べ、医療費の伸びが増加する見込みであるこ

とから、乳幼児医療扶助費を６２４万２千円増額するものでございま

す。２３節の償還金利子及び割引料でございますが、６１万８千円の

増額は、前年度事業の確定に伴います県補助金の精算返納金でござい

ます。６目の児童福祉施設費１２９万８千円の増額は、１１節の需用

費の１６万３千円。つきましては、向原児童館空調設備修繕費、また、

児童館等の光熱水費の増額が主なものでございます。１３節の委託料

９３万７千円の増額につきましては、刈田、向原児童館における障害

児受け入れに伴います、指導員の増によります委託料の増額費が主な

ものでございます。１９節の負担金補助及び交付金の１１万円の増額

につきましては、養護学校児童クラブ運営負担金の増が主なものでご

ざいます。 



 18 

２４ページをお願いいたします。２４ページの生活保護費でござい

ますが、８万１千円の増額につきましては、事務費等を増額させてい

ただいております。生活保護扶助費でございますが、３８９万１千円

の増額につきましては、前年度の生活保護費国庫負担金の精算に伴い

ました返納金を計上させていただいております。４款の衛生費、１項

の保健衛生費、１目の保健衛生総務費、４５１万８千円の減額でござ

いますが、職員の育児休業に伴います職員給与費の減でございます。

２目の健康づくり推進事業２１６万６千円の増額につきましては、予

防接種、人間ドック受診者の増加が見込まれることから、事業委託費

を増額するものでございます。続きまして、４目の環境衛生費、１，

６１３万５千円の増額につきましては、委託料の１４０万５千円の増

額は、大雨災害に伴いました災害ゴミが増加したことから、ごみ収集、

また運搬委託料を増額するものでございます。１８節の備品購入でご

ざいますが、９０万３千円の増額につきましては、県の地域廃棄物対

策補助金を充当いたしまして、ホロ付きの軽トラック購入を計上させ

ていただいております。１９節の負担金でございますが、５５０万円

の増額は、水道・井戸整備助成金の１１件分をこのたび増額させてい

ただいております。 

下段の２５ページでございます。２８節の繰出金の８１６万７千円

の増額につきましては、飲料水供給事業、簡易水道事業特別会計繰出

金の増額、また、浄化槽整備事業特別会計への繰出金の減額でござい

ます。続きまして５目の診療所費２１万７千円の増額につきましては、

北生診療所、美土里歯科診療所施設の修繕費でございます。６目の火

葬費でございますが、３５４万８千円の増額につきましては、全体的

に火葬炉の修繕、また灯油、軽油等の上昇による燃料費の増額が主な

ものでございます。２項の清掃費でございますが、２目のし尿処理費、

８４万６千円の増額につきましては、職員の産休に伴いまして、人的

業務委託、７９万６千円の増額が主なものでございます。 

２６ページをお願いいたします。６款の農林水産業費でございます

が、1 項の農業費、1目の農業委員会費４０万８千円の増額につきまし

ては、農業委員会の選挙人名簿登録の申請書印刷製本費、議事録作成

委託料の増額が主なものでございます。２目の農業総務費２６７万９

千円の増額につきましては、農業集落排水事業特別会計への繰出金の

増が主なものでございます。３目の集落営農推進費２５０万円の増額

につきましては、農業用機械の導入助成金の増額が主なものでござい

ます。４目の農業生産支援費でございますが、７０５万６千円の増額

は、１１節の需用費１０万１千円の計上でございますが、向原のふれ

あい農園管理棟の修繕を計上するものでございます。１９節の負担金

補助及び交付金、７０５万５千円を計上いたしておりますが、県の補

助金を受けて実施いたします園芸施設災害補助金１２４万４千円、単

独事業、また有害鳥獣対策補助金として４２０万円、パイプハウス助
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成金として、１５１万１千円の増額が主なものでございます。５目の

畜産振興費の２万３千円の増額につきましては、旅費の増額をさせて

いただくものでございます。６目の農村整備費、３千万円の増額につ

きましては、このたびの９月の大雨による農地・農業用施設の３５２

件のそうした災害復旧でございますが、その単独補助金を追加するも

のでございます。 

下段の２７ページをお願いします。林業費でございますが、林業総

務費の１３８万円の増額につきましては、職員の時間外勤務手当を増

額させていただいております。４目の林道整備事業費３９０万円の増

額は、林道災害の補助基準額に達しない１３カ所分の小規模な修繕工

事費を計上させていただいております。３項の水産業費でございます

が、１目の水産業総務費１１万７千円の増額につきましては、高宮町

ながせ養魚場の配管等の修繕費を計上させていただいております。７

款の商工費、１の商工総務費でございますが、２９万２千円の増額に

つきましては、職員人件費の調整分をさせていただいております。２

項の商工業振興費でございますが、８２万４千円の増額につきまして

は、高宮町パストラル駐車場のライン修繕、向原地場産業振興センタ

ーの電気代等の増額が主なものでございます。 

２８ページをお願いいたします。３目の観光費でございますが、４

９３万７千円の増額につきましては、落雷によります美土里町ほとと

ぎす遊園の給水施設の修繕６２万５千円、また郡山公園の遊歩道の災

害復旧工事費として、４３１万２千円を計上するものでございます。

次に８款の土木費でございますが、１項の土木管理費で、１，６５８

万６千円の減額につきましては、職員人件費の減が主なもので、育児

休業、また、１１款の公共土木災害復旧事業費に事業費支弁といたし

まして給料を１，３８０万円計上することから、土木総務費の当該金

額を減額するものでございます。事務費を給与の方に回させていただ

いたという状況でございます。 

下段の２９ページでございます。２項の道路橋梁費１９２万８千円

の減額につきましては、職員の長期病気休暇によります給与の減額が

主なもので、需用費の６５万円の増額につきましては、ゆずりはトン

ネルの八千代町分の照明施設修繕費を計上させていただいております。

道路新設改良費の１万円につきましては、県道改良事業費の調整分で

ございます。続きまして３項の河川費でございますが、３３０万円の

増額につきましては、歳入の方でもご説明させていただきましたよう

に、国と県費の補助金を持ちまして、樋門操作委託費を増額させてい

ただいとるものでございます。４目の砂防費１，１２８万円の増額に

つきましては、県が実施いたします土師地区の急傾斜地崩壊対策事業

の負担金、このことにつきましては、事業費の１割相当分を計上いた

しているものでございます。 

３０ページをお願いいたします。４項の都市計画費でございますが、
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２０万３千円の増額につきましては職員給与費の調整をさせていただ

いております。２目の公共下水道費１，１８４万１千円の減額は、公

共下水道事業及び特定環境保全公共下水道事業特別会計繰出金の増減

でございます。５項の住宅費でございますが、２５８万２千円の増額

でございます。２節の給料１５０万円の増額につきましては、２目の

住宅建設費の事業費支弁として給料からの組み替えでございます。１

１節の需用費１０５万円の増額は、市営住宅の修繕の増でございます。

１３節の委託料１３０万円の増額は、平成１９年度からの法改正に対

応するため、住宅管理システム業務委託費を計上するものでございま

す。 

下段の３１ページをお願いいたします。１千万円の減額でございま

すが、事業執行に伴う工事請負費の減でございます。９款の消防費で

ございますが、３０３万９千円の増額につきましては備品購入費でご

ざいまして、救急体制強化のための半自動式除細動器という、いわゆ

る電気ショック資器材導入費、３００万円の増額が主なものでござい

ます。３目の消防施設費９９４万９千円の増額でございますが、耐震

性防火水槽設置工事費を増額するものでございます。４目の災害復旧

費２，５０２万９千円の増額につきましては、このたびの９月の大雨

災害時の職員の時間外等、また、建設部、産業振興部等の災害復旧費

に係ります補助災害申請、また災害に伴います査定設計書作成等に係

る時間外を計上させていただいておるものでございます。 

３２ページをお願いします。１０款の教育費でございますが、事務

局費といたしまして、４３３万１千円の減額でございます。人件費減

に伴いまして、職員の育児休業によるものでございます。各節の増減

につきましては、事務局内の管理費の事務費の予算調整によるもので

ございます。 

続きまして２項の小学校費でございますが、５４０万円の増額でご

ざいます。需用費で４３８万６千円の増額につきましては、学校施設

等の光熱水費、修繕等を増額するものでございます。１３節の委託料

につきましては、１３５万８千円の増額につきましては、バス運転委

託費の増が主なものでございます。 

３３ページをお願いいたします。３項の中学校費でございますが、

１４８万８千円の増額ございます。主なものは、需用費の１９２万４

千円の増額で、中学校教材用消耗品、学校施設光熱水費、修繕費等の

増でございます。４項の幼稚園費４１万７千円の減額でございますが、

職員給与の調整でございます。 

３４ページをお願いします。５項の社会教育費、１目の社会教育総

務費の８７６万８千円の減額でございます。一般職員人件費１９８万

円の減額につきましては、職員の育児休業によるものでございます。

その他の節の減につきましては、社会教育施設管理費の予算調整によ

るものでございます。４目の公民館費２６万５千円の減額につきまし
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ては、教室・講座開設事業の事業費の確定に伴いまして予算調整をさ

せていただいております。５目の図書館費２７７万７千円の増額につ

きましては、図書館開設準備経費として、図書資料データ作成の委託

費を計上するものでございます。 

続きまして３５ページをお願いします。６項の保健体育費でござい

ますが、１９２万４千円の増額につきましては、需用費関係の体育施

設の修繕が２２０万円の増額が主なものでございまして、減額につき

ましては、費目につきましては、予算調整をさせていただいたとこで

ございます。３目の学校給食費２３万２千円の減額ですが、職員人件

費の７７万９千円の減額は、年度中途の育児休業で増額した費目、１

１節需用費５４万７千円、灯油代の高騰による燃料費を計上しておる

ところでございます。続きまして、１１款の災害復旧費でございます

が、農林水産施設災害復旧費といたしまして１億９１８万円の増額。

続きまして３６ページにまいります。２目の農業用施設災害復旧費と

いたしまして２億５，２１２万円の増額、３目の林業施設災害復旧費

３，８４１万６千円の増額につきましては、９月の大雨災害によりま

す６０件の農地災害、また４０件の農業用施設災害、１０件の林業施

設災害復旧事業費を、それぞれ計上いたすものでございます。 

続きまして土木施設災害復旧費でございますが、１目の公共土木施

設災害復旧費の４億５，４８０万円の増額につきましても、同様９月

の大雨災害に伴います道路の被害箇所４３カ所、河川被害箇所の４０

カ所の補助災害復旧事業費、また、補助採択基準に該当しない小規模

な単独復旧費を計上いたしておるところでございます。 

下段の３７ページでございますが、３項の公共施設災害復旧費、１

２１万８千円につきましては、市ヶ原共同墓地の災害復旧事業費の増

額でございます。 

５ページに戻っていただきたいと思います。繰越明許費補正予算で

ございますが、現在、国によります、農林、土木関係の補助災害の査

定を受けております。国庫補助の採択が来年１月以降となります関係

から、大規模な復旧工事におきましては、本年度中の工期が見込めな

いことから、完了工期を平成１９年度に設定する必要を生じることに

よりまして、農地災害復旧事業を１億１千万円、農業用施設災害復旧

費を２億２千万円、林業施設災害復旧事業を３，４００万円、公共土

木施設災害復旧費を３億円、合計でこのたびの災害を６億６，４００

万円の限度額の繰越明許費の補正を行うものでございます。 

続きまして、６ページをお願いいたします。地方債の補正でござい

ますが、消防事業債といたしまして９，５００万円増額して１億７，

２８０万円に、特別会計繰出債を８０万円減額させていただき、４億

４５０万円に、災害復旧事業債を２億８，７３０万円の増額によりま

して、３億１，９６０万円、補正後の借入限度額につきましては、４

０億２，９９０万円とするものでございます。 
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以上で要点のご説明を終わります。 

よろしくお願いいたします。 

○松 浦 議 長   以上をもって要点の説明を終わります。 

お諮りします。 

この際、１１時３０分まで休憩いたします。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午前 １１時１５分 休憩 

午前 １１時３０分 再開 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

○松 浦 議 長   休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

お諮りいたします。 

本件は、委員会への付託を省略いたしたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

〔異議なし〕 

○松 浦 議 長   ご異議なしと認め、委員会への付託を省略いたします。 

これより質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

２０番 亀岡等君。 

○亀 岡 議 員   補正予算書２１ページ、障害者福祉費に関係してお尋ねをいたしま

す。 

補正額が５，５４１万８千円計上されておりますが、先般来ござい

ました、関係者団体からの要するに自立支援法による、当事者の負担

増、これの軽減措置の要望がございましたので、そういったことも関

係しての予算措置の問題でありますが、これにつきましては、ご承知

のように県下各市町においてもそれぞれ同様な要望事項が当然ありま

すし、その中での今回のこうした対策費はどういった視点観点でこう

した予算額を計上されているのか。ご承知のように県下それぞれ市町

においては一定の軽減措置というのも実施されておりますし、本市が

こうした対応をされたのには県下の市町の中でどこかを参考にという

か、そういった情報を整理して対応されたのかどうか、その点をお伺

いします。 

○松 浦 議 長   ただいまの質疑に答弁を求めます。 

福祉保健部長 廣政克行君。 

○廣政福祉保健部長   ３款の民生費、１項の社会福祉費の２目の障害者福祉費の５，５４

１万８千円の増額についてのお尋ねでございます。 

まず、１３の委託料の１，４７２万２千円につきましては、この件

につきましては、ご承知のように１０月１日からの自立支援法に基づ

きまして、精神障害者関係が県の業務から市の方への委託業務となっ

ておりまして、この件につきましては清風会さんの方でこの相談業務、

サービスを県から直接施設の方に支払われてまいっておられました事

業でありまして、１０月１日からは市となります。市となりまして、
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大体２，２００万程度の経費を見込んでおられまして、県が大体４月

から９月までは大体県費で支払われると。１０月以降から３月までが

市の方で支払うという形で、主な形で１千万余りの委託料を新設をさ

せていただいたというようなことでございます。扶助費につきまして

は、施設の関係でございまして、今の要望書等に伴った扶助費では今

のところありません。直接この工場の方に支払うサービス的な経費で

ございまして、自立支援法に伴いまして、身近な自治体でのサービス

の充実という形であります。１０月１日から法人がサービスをしてい

ることについて直接本人に支払うものでなく、施設の方に扶助的な要

素として負担をいたす形で３，９００万程度。これが主な経費で、こ

のたびお願いをしてまいっとる経費でございます。 

○松 浦 議 長   ほかに質疑はありませんか。 

２０番 亀岡等君。 

○亀 岡 議 員   そういうことになりますと、いろいろありました要望に沿う形での

対応はここでは具体的になされていないと、現在の段階では。そうい

うことですね。わかりました。今後のことはここでどのように考えら

れてこういう措置だけにして済まされたのか、そういったことはいか

がでしょうか。 

○松 浦 議 長   ただいまの質疑に答弁を求めます。 

福祉保健部長 廣政克行君。 

○廣政福祉保健部長   この件につきましては、最寄りの委員会でもいろいろご協議いただ

いておるんでございまして、障害者団体、またそれぞれの広く団体か

らも要望書等提出されておるようでございます。今の検討中でありま

す、国の方もいろいろ調査会等含んで研究も重ねられておるようでご

ざいますし、その動向もありまして今予算の編成も考えております。

自主的に今の段階ではこれがこうということはありませんけど、他市

の先進地等懸案いたしますと、その限度額の軽減というのが妥当であ

ろうというような考えは今のところ認識しております。 

○松 浦 議 長   答弁を終わります。 

ほかに質疑はありませんか。 

１９番 岡田正信君。 

○岡 田 議 員   関連ではございますが、この今の自立障害者福祉費の中で、扶助費

の中のことを説明されたわけですが、工場へ県の仕事が市におりてき

て、例えば障害者が行っておられる清風会とか、ひとは作業所とか、

工場へ町の方からそこへ行く予算になると説明を受けたんですが、障

害者に対しての、工場へ働く制度も変わったわけですよね。今までは

月割りに来とったわけですよね、支援する費用が。それが日割りにな

ったわけですから、月でないですから、日割りになったということは

一月のとき２０日全部行けば同じ金額になるんでしょうけども、障害

者は得てして障害を持っておりますから休みますよね。そうすると日

割りだったら少なくなるんですよね。ということは、今までよりは予
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算上は少なくて済むんですね。国から県、県から市へ来る公金として

は。支援する方からすれば。それが増えたということはどうなんです

か。 

○松 浦 議 長   ただいまの質疑に答弁を求めます。 

暫時休憩いたします。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午前 １１時３８分 休憩 

午前 １１時４１分 再開 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

○松 浦 議 長   休憩前に引き続き会議を再開します。 

答弁を求めます。 

福祉保健部長 廣政克行君。 

○廣政福祉保健部長   先ほど少し触れましたけれども、新制度になりまして施設の方には

一応その就労関係の補助金は県から直接施設の方に入って行きよった

と。ただこの１０月１日からは県から市の方に補助金が歳入しまして、

その分を節の方へ扶助費的なもので歳出をするという形で、制度上の

ものは今までと一緒だという。 

○松 浦 議 長   答弁を終わります。 

１９番 岡田正信君。 

○岡 田 議 員   ４月から９月までは県が直接そうなっとったと。だから市が今度受

けたから、この補正を組んでやらにゃいけんと、それならわかるんで

すよ。ただ私が言いましたように、制度が変わった言うても今のよう

に障害者の方がひとは作業所に行きよりましたね。行きよりますね、

今でも。４月からも行きよると。９月までは月当たりの、例えば１０

万円要りよったものが、国やら県が３万円補助しよったと、月にね。

今度は１日の計算になるんですよ。１０月からは。１日当たりと。こ

うなるから工場のもんが困るんですよ。例えば１０人そこへいたとし

たら３０万そういう事業費として補助が出よったのが、月ですから安

定しますわ。１０人のうち１日休むものがおる。１０日休むものもお

る。そうなると月のペースじゃもらえんから、工場の方は。それで大

変だというふうに請願書にも出ておるんですよ。それはそれといたし

まして、それでも県から市へ権限を移譲されたから、そういう割合に

なっても、そういう制度が悪くなっても、市で当初予算しとったより

はこれが必要になったと。こういう解釈でいいんですね、それじゃあ。 

○松 浦 議 長   ただいまの質疑に答弁を求めます。 

福祉保健部長 廣政克行君。 

○廣政福祉保健部長   ご質問のとおりでございまして、制度上は今までのとおり変わって

ないと。要するに補助金が市の方に通って、県から直接施設の方へ支

払いがなく、俗に言うトンネルという言葉になるかわかりませんけど

も、市を通って工場の方へ入ってくる。当然先ほど申しましたように、

精神障害者は県の方で措置をされておりましたが、そういう精神障害
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者も含めまして、知的等も含めまして、今度は市の方が先ほど歳入も

ありましたように、歳入しまして市の方から施設の方へ支払いをする

という。 

○松 浦 議 長   １９番 岡田正信君。 

○岡 田 議 員   それは違うよ。制度が変わったんだから。１０月１日から制度が変

わったんですよ。それは先ほど言いましたように月割りで来よったも

のが、月割りじゃないんよ。１日なんぼですから。制度が変わったん

ですよ。それで市にそういう工場に対しても、あなたが言われたけえ

ですよ。工場に対して市を通してお金が下りる言うからその話をしよ

るんですが、制度か変わったにしても、１日なんぼにしても県から仕

事が市におりたから、これだけ補正を組まなきゃいけなくなったとい

うふうに私は理解したと言ったんですが、制度は同じですと言われた

からそれは違うよ。制度が変わったんだから、もう一度質問。 

○松 浦 議 長   ただいまの質疑に答弁を求めます。 

福祉保健部長 廣政克行君。 

○廣政福祉保健部長   申しわけありません。実際にそういう制度は確かに月から日にちに

なっております。扶助費の補正のこのたびお願いしたのはそういう形

での、県から直接施設の方へ支払っていたものを今度は市を通してう

ちの方から施設の方へ支払いするというのがこのたびの補正でござい

ます。内容としましては、先ほどご質問のとおりでありまして、事実

的には３月の決算時には精算的なものが出てくるんではなかろうかと、

このように思います。 

○松 浦 議 長   １７番 今村義照君。 

○今 村 議 員   今の関連でございますが、制度によって改正によって市の方へ移管

されたと、問題は施設業者と言いますか、もしくは対象者のメリット

ですね。メリットについてはどういうふうにお考えでありますか。 

○松 浦 議 長   ただいまの質疑に答弁を求めます。 

福祉保健部長 廣政克行君。 

○廣政福祉保健部長   このたびの自立支援法と申しますのは、身近なサービスは身近な市

町村でというのが原則だと思います。施設としては直接身近な行政の

方と協議をして、まず進めていくと。サービスを進めていくと。もう

ひとつは精神と身体、知的がひとつの障害者としてのサービスをして

いくということでありますから、窓口も身近な市の方で相談を受けて

対応をするというのが一番大きなメリットではないかと、このように

考えております。 

○松 浦 議 長   答弁を終わります。 

１７番 今村義照君。 

○今 村 議 員   今後の課題として、１９年度に生かすということでございますので、

具体的には聞きませんが、合わせて今の県の補助金の関係が、今の県

に関する、変わっておりますね。具体的に言えば１３ページでありま

すが、自立支援法の関係について補助金が減額され、そこへ地域生活
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支援等の補助金ということで、プラスになっている。そこら辺につい

ての制度改正による補助金の関係についてはどのように捉まえておら

れるか、質問をいたします。 

○松 浦 議 長   ただいまの質問に答弁を求めます。 

福祉保健部長 廣政克行君。 

○廣政福祉保健部長   自立支援法の前と言いますか、それぞれ精神的、知的、身体等それ

ぞれのサービスがそれぞれの別れてのサービスであったように思いま

す。それが１０月１日からは３障害を一つにして、共通したサービス

をしていくということでございます。 

お尋ねの補助金でございますが、その中で地域生活支援事業という

一つの形は、行政が必須項目としてのサービス、相談業務、またそう

いう関連の業務がございまして、それに対する補助金としての歳入が

出てきたということでございます。 

○松 浦 議 長   ほかに質疑はございませんか。 

１７番 今村義照君。 

○今 村 議 員   全く視点が変わるわけでございますが、今回の補正で災害復旧に関

することでございます。 

今年度市で行われる復旧事業は約４億かと思うわけでありますが、

１９年度に６億６千余り繰り越しになるということでございます。そ

れで、今年度の復旧事業が円滑に行われ、それが完全になり、あるい

は１９年度において繰り越したものが、その年度で復旧の完全見通し

があるのかどうか、そこら辺についてのご見解をお伺いしたいと思い

ます。 

○松 浦 議 長   ただいまの質疑に答弁を求めます。 

産業振興部長 清水盤君。 

○清水産業振興部長   それでは、最初に農林業関係の災害復旧事業に係ります復旧見通し

でございます。今回先ほど説明がありましたように、農林業関係につ

きましては農業関係が施設、農地合わせて１００件、林業施設、林道

でございますが１０路線の補正予算を計上させていただいております。

現在国の方の補助を受けるべく査定を１１月末の週から１２月２２日

の週の４週間で現在査定を受けております最中であります。金額的に

も査定によりまして、採択の金額が決定するという状況でございます

し、農業関係におきましては現在の補正を計上させていただいており

ます財源の補助の内訳につきましては、規定どおりの農地が５０％、

それから施設が６０％で予算計上させていただいております。これに

つきましても激甚災害の指定になりますし、増高申請によって、補助

率が上がってくるということで、またこれについても、財源の補正を

させていただくという事務が必要になってまいります。このたびは大

方の金額を繰越明許で上げさせていただいております。ご承知のよう

に河川等の汚濁の関係で工事ができない工種もございますので、そう

いったところも検討しながら、繰越明許費を計上させていただいてお
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るところでございます。また、まだ今年度予算の割当が国県から年が

明けてからの内示となると思いますので、できるだけ緊急を要するも

のから今年度で対応していきたいと。それ以外のものにつきましては、

順次、来年度繰越明許を立てながら事業発注をしていきたいと考えて

おります。原則的には２カ年での復旧ということになろうと思います。 

以上でございます。 

○松 浦 議 長   引き続き答弁を求めます。 

建設部長 金岡英雄君。 

○金岡建設部長   同じく公共土木関連の災害復旧についてご説明申し上げます。ただ

いま清水部長の方からご説明ありましたように基本的には災害復旧と

いうことで、ほぼ同様な対応ということになっております。現在建設

部関係も１１月中旬から１２月の２２日まで査定を受けるということ

で、実施をされております。道路が４３件、河川が６０件、合わせて

１０３件を、今日で大体４割程度の受検が終わると見込んでおります。

それとあと６０件程度査定を受けて、あとの額が固まりますが、今回

の予算につきましては、県の方も大体７割から８割程度当該年度予算

措置ができるんではなかろうかということで、話をいただいておりま

すので、緊急を要します道路についてはできるだけ今年度発注をさせ

ていただき、あと河川につきましては、いわゆる二次災害等の防止の

ために緊急を要するところからということで、検討をさせてもらって

おるところでございます。と言いましても同様の繰越明許をさせてい

ただいておりますが、期間がどうしても年が明けてから発注という状

況になりますので、十分工期が取れない、あるいは河川の水質汚濁、

また河川の場合は増水時期に係りますので、来年度繰越、あるいは来

年度の一部新年度予算の対応というような状況になっております。い

ずれにしましても年度内に査定が終わりますので、額的にもいろんな

対応についてもこれからはっきりしてくると思います。 

以上でございます。 

○松 浦 議 長   答弁を終わります。 

ほかに質疑ありませんか。 

○岡 田 議 員   １９番 岡田です。 

○松 浦 議 長   ちょっと待って下さい。 

暫時休憩いたします。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午前 １１時５６分 休憩 

午前 １１時５７分 再開 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

○松 浦 議 長   休憩を閉じて会議を再開します。 

以上、局長が申したとおりでございます。 

ここで休憩をいたします。 

１３時まで休憩いたします。 
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～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午前 １１時５８分 休憩 

午後  １時００分 再開 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

○松 浦 議 長   休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

私の方から訂正発言をさせていただきますが、岡田議員の発言につ

ついて、休憩前の岡田議員の発言についてでございますが、２回目の

答弁に誤りがあったため、それを正すための３回目の質疑をされたも

のであり、答弁はそれを訂正したものでございました。よって、質疑

は２回であったと判断いたし、もう１回の質疑を許可しますが、岡田

議員質疑がございますか。 

１９番 岡田正信君。 

○岡 田 議 員   ３５ページの災害復旧費の関係でお尋ねいたしますが、国、県の支

出金、地方債、その他というのがあります。その激甚と言いますか、

災害指定になった場合、農家の施設なり農道にしても必ず一部負担金

があるんですが、その割合がわかっとれば教えていただきたいと思い

ます。 

以上でございます。 

○松 浦 議 長   ただいまの質疑に答弁を求めます。 

産業振興部長 清水盤君。 

○清水産業振興部長   ３５ページの災害復旧費の農業関係の災害復旧費で受益者負担に係

りますお尋ねでございます。 

このたび補正で計上をさせていただいております財源の負担割合で

ございますが、これは基本補助をこのたび財源割合として計上させて

いただいております。まず、その内訳をご説明申し上げます。 

農地災害復旧費の負担割合でございますが、現在補正を計上させて

いただいておりますのは、国県支出金が５０％、それから市の負担が

４０％、それから受益者負担が１０％でございます。それから次の３

６ページにあります農業用施設の災害復旧費の財源割合でございます

が、国県支出金の方が６５％、市負担が２８％、受益者負担が７％で

ございます。先ほどご質問にもございましたように、先ほど申し上げ

た５０％と６５％の国県の支出金につきましては、最低の現段階での

定まった補助率でございます。これがこれから増高申請といいまして、

補助率の増高をする事務を国の方へ申請するわけでございますが、そ

れによってそれぞれ５０％が８０％、８５％という形で補助率が決定

をされます。それによって市の負担、受益者の負担の方が軽減をされ

ているということでございますので、それがまた決定をしましたら、

またご報告をさせていただきたいと思います。 

以上でございます。 

○松 浦 議 長   以上で答弁を終わります。 

ほかに質疑ありませんか。 



 29 

１０番 熊高昌三君。 

○熊 高 議 員   ２点ほどお尋ねしますが、１件は予算書のページ数で言いますと１

０ページの歳入の関係でございますが、それぞれ市民税、固定資産税、

市町村たばこ税等が増となっておりますが、この要因の詳細について

もう少しお伺いしたいということが１点。 

それから今回災害関係ということからの予算、補正が出てきていま

すが、その中でも３１ページの職員手当等の災害対策費、こういった

ものが出ておりますが、消防費の中ですね。これの詳細について、あ

るいは最後の３９ページの時間外手当が集計してありますが、３，５

０６万ですか、ここらの算定根拠についてももう少しお伺いしたいと

思います。 

○松 浦 議 長   ただいまの質疑に答弁を求めます。 

市民部長 杉山俊之君。 

○杉山市民部長   それでは１０ページの歳入の関係でございますが、市税の関係でそ

れぞれ増額をさせていただいております。個人の現年分が６７０万、

これにつきましては特別対象者、６５歳以上１５２万円以下の関係の

納税者が減ったということと、その逆に均等割３千円の方が４１５人

増加されたということと、均等割の７０万増ということでございます。 

それから所得割の関係の６００万でございますが、１７年度の調定

額で９７％ぐらいで当初計上しておりましたが、１８年の９月の調定

額の実績に基づきまして、今回６００万円ほど追加をお願いしており

ます。 

それから２の法人税でございますが、これは６千万円の追加でござ

いますが、この関係も１７年度の調定額へ上昇率を算定しております

が、９月の調定額に基づきまして修正をした結果、６千万増額という

ことでございます。 

それから次に固定資産税の関係でございますが、２，２９０万の増

額でございます。土地につきましては１８年度の評価替えによるもの、

税額の算定が改正になったためで９００万円の増でございます。 

それから家屋の関係の１９０万円でございますが、これは当初見込

んだより新築住宅等の家屋の建築が増えたということで１９０万円増

にしております。 

それから償却資産でございます。１，２００万円でございますが、

これは大体当初３年間の平均により算定して予算を組んでおりますが、

最近の浮揚等による投資によって若干償却資産が増えたという実績に

基づきましての増額でございます。 

それから、市税のたばこ税につきましては７月に条例改正をしまし

たけど、その前に一部の業者等が買いだめをした結果増額になったと

いうことでございます。 

以上でございます。 

○松 浦 議 長   引き続き答弁を求めます。 
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総務部長 新川文雄君。 

○新川総務部長   災害復旧費に伴います時間外勤務手当でございます。職員手当の方

に２，５２０万９千円計上させていただいております。ご承知いただ

きますように、今回の災害復旧全体事業費の中でも予算を計上させて

いただいておりますように、先ほど来から災害の現地、また査定事務、

そういう状況の中で、現在プロジェクトと言いましょうか、建設部、

また産業振興部等を対象とし、各関係部の方から応援体勢をとらせて

いただいております。このこともそうした災害復旧の査定事務を早期

に実施するということで、先ほどからご説明ございましたように、産

業振興部、また建設部長の方からございましたように、各部の想定す

る時間を計画的に積算をさせていただいております状況の中で２，５

００万ばかりの計上をさせていただいておりますが、当然今後の事務

従事に必要な状況でございますけれども、予想の推測をさせていただ

いた状況でございます。１０月から３月分までの予想というものを１，

０５０万計上させていただいております。それと９月分として関係部

災害復旧に対応した金額が１，４７２万ばかりの計上をさせていただ

いております。合わせて２，２５０万９千円の補正額をさせていただ

いたものでございます。このことの積算事例につきましては、それぞ

れ産業振興部、また建設部における担当部署の１人当たりの単価を調

整させていただいて、時間、災害の査定事務に対応する時間等を積算

させていただいて計上させていただいたとこでございます。 

それとこれは災害関連を重要視していく項の中には計上させていた

だいておりますけども、最後の給与費の明細というところで３，５６

０万という数字を掲げさせていただいておりますけども、このことは

今回の補正の中で職員のそうした事務と言いましょうか、そういう事

務を計上させていただいております。いろんな各部署にわたりまして、

１９ページ等におきましては、税等が非常に事務対応ということで時

間外を見させていただいておりますけど、そういう要因が主なもので

ございまして、各部にまたがりますものと災害等を合わさせていただ

いたものを、そこに勤務時間外勤務手当ということでそこに計上をさ

せていただいておるということでございます。 

以上でございます。 

○松 浦 議 長   答弁を終わります。 

１０番 熊高昌三君。 

○熊 高 議 員   歳入の方については詳しく説明をしてもらったんでわかりました。 

災害対策費の関係でございますが、効率的に業務をやるということ

の中で算定をされたんだと思いますが、例えば外部に委託するとか、

臨時の職員を雇うとかそういったことも含めて検討され、一番効率的

な費用という形で職員のこういったものを見込んだと思うんですが、

そこらの比較検討というのをどういうふうにされたのかということ

をもう少し詳しくお聞きしたいと思います。 
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○松 浦 議 長   ただいまの質疑に答弁を求めます。 

総務部長 新川文雄君。 

○新川総務部長   災害復旧の査定というものは基本的に国の査定官、また随行員等に

よって代行でできる事務事業でないと考えております。当然担当部署

の職員の方で査定を受け、実施の設計図を踏んでいくというのが基本

のスタンスというんではなかろうかと思っております。ただこの査定

事務に上がりますまでの、現状におけます被害の調査というのがコン

サルタントに全部委託します。そうしないと数量まで拾うというのは

職員では無理というのがございますんで、そうしたコンサルの方で委

託をさせていただいて、農林と公共土木の方を分けさせていただいて、

数字延長とかそういうものについてはコンサル業務の方に委託されて、

できるだけ事務的な対応が補助対応になるような形の中で、産業振興

部、建設部の方では実施をしていただいとるというところでございま

す。 

○松 浦 議 長   答弁を終わります。 

１３番 金行哲昭君。 

○金 行 議 員   １点お聞きします。 

一番懸念しておるんですが、３５ページの農地災害ですよね。この

９月の大雨の農地災害で補正もかなりのウエイトを占めておるんです

が、査定を受けて１月から早々やられると言われるんですが、農地災

害の優先順位ですよね、これは２次災害とかいろいろ考えてやられる

んでしょうが、そこらは、優先順位というのはその農家の人は自分が

一番じゃ思って一生懸命な部分があるんですよ。そこらはどういう優

先順位というのは、被害が大きかったのを優先順位というのか、そこ

らをどういう考えでおられるのか１点お聞きします。 

○松 浦 議 長   ただいまの質疑に答弁を求めます。 

産業振興部長 清水盤君。 

○清水産業振興部長   優先順位の決定につきましては、先ほどご質疑の中にもありました

ように２次災害の恐れのある箇所、あるいはどうしても春までに農作

業の段取りからしますと必要な復旧というのもございますので、そう

いったところで総合的に優先順位をつけさせていただくということに

なろうと思います。どれだけの予算が来るかということも今からでご

ざいますので、今年度の事業量もまた予算配分の中で決定していくと

いうことでございます。農家の皆さん方につきましては、施設につき

ましては代表者の方、農地につきましては土地所有者の皆さんの方へ、

今年度の事業になります、あるいは４月以降の事業になりますという

ことは、それぞれ予算の配分等受けましてご連絡をさせていただくと

いうことで、進めていきたいと考えております。 

以上であります。 

○松 浦 議 長   ほかに質疑はありませんか。 

１番 明木一悦君。 
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○明 木 議 員   補正予算書の１１ページの国庫支出金の自立支援訓練等給付費負担

金があります２，１００万円、次のページに県の支出金でやはり同じ

項目で１，０５２万５千円あるわけなんですけど、全体的に計算する

と、２１ページの障害者福祉費の方で国県支出金の方と計算が合わな

かったんで、私の計算間違いかわかりませんけど、確認したいと思い

ます。 

もう１件が１３ページの重度心身障害者医療公費負担事業費、これ

が６４万１千円となっておるわけなんですけど、歳出の方では２１ペ

ージの下段にあるんですけど、２４万２千円となっておるんですけど、

これは歳入と歳出が金額が違うんですけど、これはどういうことなん

でしょうか。２つについてお伺いします。 

○松 浦 議 長   ただいまの質疑に答弁を求めます。 

福祉保健部長 廣政克行君。 

暫時休憩いたします。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午後  １時１９分 休憩 

午後  １時３９分 再開 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

○松 浦 議 長   休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

まず初めに答弁を求めます。 

総務部長 新川文雄君。 

○新川総務部長   ２１ページの障害者福祉の関係の国県支出金の関係でございますけ

ど、３，０９０万２千円の充当の財源でございます。内容的にご説明

させていただきますと、障害者福祉費に充当いたします項でございま

して、まず１４款の国庫支出金２，１００万円、それと１５款の県支

出金１，０５２万５千円でございます。それと社会福祉費の補助金の

自立支援給付費補助金といたしまして、国庫支出金の３６万９千円、

自立支援の介護給付費の県の補助金といたしまして、自立支援介護給

付費補助金といたしまして１８万４千円、これが今の国県の財源の内

訳でございます。その他といたしまして１８万８千円がありますけど

も、これは諸収入の雑入の中に１８万８千円、社会福祉関係の雑入が

ありますので、充当させていただいております。それと先ほど引き続

いて県支出金といたしまして、社会福祉費の県補助金で、障害者福祉

費の県補助金といたしまして４４２万８千円のマイナスですね、減額。

それと１５款の２項の身体障害児等実態調査事業委託金といたしまし

て、マイナスの２千円。それと同じく県支出金といたしまして、地域

生活支援等の補助金３２５万４千円、減額措置になるものが１１７万

６千円と、先ほど説明させていただきましたものを足しますと３，０

９０万２千円の充当財源になろうかと思っております。それと１８万

８千円、一般財源といたしまして２，４３２万８千円の内訳でござい

ます。 
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以上でございます。 

○松 浦 議 長   引き続き答弁を求めます。 

福祉保健部長 廣政克行君。 

○廣政福祉保健部長   重度心身障害者の関係でございますが、２１ページの５目、社会福

祉費医療費公費負担金事業費でございますが、歳入につきましては１

３ページの重度心身障害者医療費公費負担金、負担事業費補助金につ

きまして６４万１千円。これにつきましては、平成１７年度の事業費

確定に伴う精算金としての歳入を６４万１千円見ております。それと、

その上にあります療養援護事業費補助金３２万５千円、その６４万１

千円の下にある重度心身障害者施行事務費補助金２０万４千円、この

３つを合わせたものが２１ページの７６万２千円になります。それで

重度心身障害者の医療費公費負担事業費の２４万２千円につきまして

は、先ほど歳入のマイナスの審査支払手数料が４０万８千円と、療養

費の６５万円増を差し引き２４万２千円という形になりまして、それ

ぞれの歳入歳出で数字を掲げております。 

○松 浦 議 長   以上で答弁を終わります。 

１番 明木一悦君。 

○明 木 議 員   総務部長の答弁、非常にわかりにくかったんですね。もう一度ペー

ジ数を追ってお願いします。 

それと、今の重度心身障害者医療公費負担事業費補助なんですけど、

これは県から６４万１千円ほど出ているわけなんですけど、歳出では

これは減額、そういう計算をすれば減額になるわけですけど、実際に

出た分をそのまま使わなければいけないんじゃないかと考えるわけで

すよね。項目としてそれが出ているわけですから。そのあたりどのよ

うにお考えなのか、もう一度お伺いします。 

それと障害者自立支援訓練等の給付事業がありますけど、これは中

身についてどのようなことがあるのか、具体的に教えて下さい。 

以上です。 

○松 浦 議 長   ただいまの質疑に答弁を求めます。 

まず、総務部長 新川文雄君。 

○新川総務部長   国庫支出金の方からご説明させていただきます。 

ページ数の１１ページにございます、１４款の０１の０１の０１と

いうことで、民生費国庫負担金でございます。そこの中に０１の社会

福祉負担金がございますが、これが２，１００万円でございます。続

きまして、同様国庫支出金といたしまして１４款の２の国庫補助金の

２目で自立支援の３６万９千円。１２ページ民生費国庫補助金の１の

社会福祉費の自立支援給付費県補助金がありますけども、３６万９千

円。それと同じく１２ページで、１５款の２の民生費県負担金の社会

福祉負担金に１，０５２万５千円、自立支援訓練等の負担金１，０５

２万２千円ですね。それと１５款の県補助金、１３ページですね。２

の民生費県補助金の社会福祉補助金の中に自立支援介護給付費補助金、
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１８万４千円ございます。 

続きまして、県補助金でございますが、２目の障害者福祉費県補助

金、減額の１３ページでございますが、障害者福祉費県補助金△４４

２万８千円。それと３の委託金の１４ページですね。民生費委託金の

社会福祉費委託金の中で身体障害児等実態調査委託金△２千円。続き

まして、地域生活支援等補助金になっておりますけども、県補助金の

地域生活支援、１３ページですね、社会福祉費県補助金の中に３２５

万４千円がございます。 

以上、それを足していただいたものが国庫、国県の支出金でござい

まして、諸収入につきましては、２０款の雑入でございますが、雑入

の中に１８万８千円がございます。諸収入の中で、１５ページですね。

１５ページの社会福祉関係の雑入１８万８千円を計上いたしておりま

す。国県補助金を足しますと３，０９２万２千円と、その他の雑入の

１８万８千円、一般財源として２，４３２万８千円という状況で、障

害者福祉にかかります補正額につきましては５，５４１万８千円とい

う額を定めております。 

以上でございます。 

○松 浦 議 長   引き続き答弁を求めます。 

保健医療課長 武岡隆文君。 

○武岡保健医療課長   ただいまの明木議員さんのお尋ねでございます。 

１３ページの重度心身障害者医療公費負担事業費補助金６４万１千

円の歳入に比して、２１ページの重度心身障害者医療費公費負担事業

費２４万２千円ですね。これがイコールじゃないじゃないかというご

指摘だろうと思います。ご承知いただきますように、今歳入の方で申

しました１３ページの重度心身障害者に係ります療養援護補助金３２

万５千円、それと重度心身障害者医療費公費負担補助金６４万１千円、

並びに当施行事務費補助金２０万４千円の減でございますが、これを

２１ページの５目の社会福祉費公費負担事業費、国県支出金７６万２

千円ということになっておりますんで、全額この事業の方に充当させ

て予算をさせていただいとるということでございますので、ご理解を

賜りたいと思います。 

○松 浦 議 長   引き続き社会福祉課長 重本邦明君。 

○重本社会福祉課長   先ほどの障害者自立支援訓練等事業の関係でございますが、これは

障害者の自立支援を目的に、社会参加の促進を図るために施設を利用

して、就労訓練とか日常訓練などの自立訓練を図って、居宅介護サー

ビスや短期入居サービスを利用したり、共同生活をしながら地域生活

を行っていくための事業ということでございます。ディサービスとか

ホームヘルプとか、ショートステイということで国庫が２分の１、県

費が４分の１というような補助関係になっております。 

以上です。 

○松 浦 議 長   以上で答弁を終わります。 
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ほかに答弁ありませんか。 

１番 明木一悦君。 

○明 木 議 員   重度心身障害者医療公費負担事業費なんですけど、理解を求めると

いうことなんですけど、それは重度心身障害者の医療公費負担金とい

うことで実際に支援法が始まって、障害者に対しての負担も増えてい

ますし、そのあたりで障害者に対する支援として、歳出されていく方

が望まれるんじゃないかと考えるわけですね。全体的に見ますと、老

人医療公費負担金の方にこれを充当されているという形になっている

と思うんですけど、先ほど言いましたように支援法等で厳しい状況の

中、そちらへ支出していくことが望まれると考えるんですけど、それ

はどのようにお考えでしょうかということが一つ。 

もう一つは先ほど同僚議員からもあったんですけど、今回の障害者

福祉費の中でメリットというのがあったんですけど、身近なサービス

身近な行政の対応ということなんですけど、今回のこういう組み替え

なんかもあるわけなんですけど、自立支援法に対して、それ以外にメ

リットは見い出せなかったのかどうかということを、ここでもう一度

お伺いしたいと思います。 

○松 浦 議 長   ただいまの質疑に答弁を求めます。 

○武岡保健医療課長   議長。 

○松 浦 議 長   保健医療課長 武岡隆文君。 

○武岡保健医療課長   ご指摘の補助金の関係でございますが６４万１千円。これにつきま

しては、平成１７年度におきます補助金の精算追加交付ということで

ございます。私どもの保健医療課の方で、乳児、老人、さらには重度、

ひとり親家庭等の４つの公費負担の医療の助成を行っておるわけです

が、基本的には県の補助金につきましては、福祉医療公費負担制度と

いう一つの枠の中で実施をしております。基本的には過年度の重度心

身障害者にかかります精算交付金につきましては歳出の方におきまし

ても、５目の社会福祉費公費負担事業費の中で充当してまいりたいと

考えておりますので、ご理解賜りたいと思います。 

○廣政福祉保健部長   議長。 

○松 浦 議 長   答弁を求めます。 

福祉保健部長 廣政克行君。 

○廣政福祉保健部長   障害者自立支援法の制定でございますが、原則的には国の方がこう

いう一つの法律を発せられたということでございます。先ほど大きな

目的と言いますか、メリットというのはそのサービスにおいては、身

近な自治体での協調性でのサービスが一番望ましいというのが基本原

則であろうと感じております。それぞれの障害者らの立場等も国、県

の方への申請等も合併をいたしまして、福祉事務所も市の方へ設置し

ております。そういった点もありまして、権限移譲もかなりの件数増

えてまいりますが、障害者につきましても、その審査関係につきまし

ても、自治体の方で審査し、障害者の手帳をお渡しすると。そういっ
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た事務の関係等もスピーディになりますというか、そこらの方も時間

が余りかかって、もらえんのじゃなかろうかと思います。サービスの

点につきましては、先ほど来関係者の団体等からの要望書も出ており

ます。そういった点では、ある程度のデメリットが生じているのも承

知しておりますけども、対外的なひとつの関係者と行政との関係と言

います。地域でもこういった点でも支援という点では身近なところの

それぞれの関係がより近くになってのサービスを考えていくというこ

とが一番メリットというように考えております。具体的に、詳細的に

それではどれかとはっきり申し上げられませんけど、１０月に施行を

して、今からのひとつの新年のいろいろ生かしたものにしてまいりた

いとこのように考えております。 

○松 浦 議 長   以上で答弁を終わります。 

ほかに質疑ありませんか。 

○入 本 議 員   議長。 

○松 浦 議 長   １５番 入本和男君。 

○入 本 議 員   今回の分は民生と災害復旧が主な補正だと思うんですが、本来なら

１３億近い金をこの時間に仕上げるのは大変な作業だと思うんですが、

私はあえて災害復旧費の方について伺うわけですけど、ここに我々の

地域においても各町の災害復旧予算状況というのが、このたび補正予

算の議案資料の中の３ページに件数が書いてあるわけですが、これを

町名別に資料をいただければ、非常に我々も地域住民に説明して歩く

のにみやすいと思いますので、その資料がいただけるかどうかという

のが。と申しますのも９月の災害時には査定がどうなるかわからない

という答弁もあって、一応お聞きしますという形だったのですが、ど

のあたりがどのように整理されて、こういう数字になったかいうこと

で、その資料をいただければと思いますが、いかがなものでしょうか。 

２点目は災害復旧で、今回の場合は夜間という形で非常に職員の皆

さん、また消防団の皆さんが大変なご苦労があったのではないかと思

います。そこの中で職員手当、同僚議員の方から質問がありましたけ

ど、１０月から３月にあって１，０５０万とか、９月分というのは１，

４００万という数字を聞かせてもらっとるんですが、これはどのよう

な積算、どのような組み立てで数字を出されたのか、ちょっと踏み込

んでお聞きしたいと思います。 

○松 浦 議 長   ただいまの入本議員の質疑に対しまして、資料が提出できるかでき

ないか、執行部の方でお答え願いたいと思います。 

出せるか出せないかでいいから。 

建設部長 金岡英雄君。 

○金岡建設部長   ただいまのご質問でございますが、現在農業施設の農地災害、公共

土木災害も査定を受けております。査定で確定しましたら、ある程度

資料の整理もできると思いますので、そういう対応をさせていただき

たいと思います。 
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以上でございます。 

○松 浦 議 長   産業振興部長はどうですか。 

一緒ですね。 

わかりました。 

引き続き答弁を求めます。 

総務部長 新川文雄君。 

○新川総務部長   内容の状況でございますが、積算といいますか当然１０月から９月

までのものにつきましては、全職員を災害対応という中で本部等も設

置させていただきました実の数字のものも計上させていただいておる

ものでございます。ただ１０月から３月分につきましては補足的に説

明が悪かったわけですが、農林水産、産業振興部の中には積算的には

４ヵ月相当分の時間外手当を計上させていただいておりますけど、原

課の方でその査定に要する時間数を積算をしていただきます事業費に

対しての、財政当局といたしましては７０％を目標にカットさせてい

ただいております。予算計上から７０％、要求額に対して７０％カッ

トさせていただいております。そういう状況もございまして、建設も

同様積算的な時間数、また人数等の職員の対応ということでさせてい

ただいておりますけども、同様、そういう積算のもとにおいての原課

の方でできるだけ計画はさせていただいておりますけども、それをい

かに縮めて査定作業にならないだろうかということで、原課の方にお

願いをしておるという状況でございます。産業振興部、そうした建設

部に合わせても１，０４９万２千円、９月の実績をもとに１，４７０

万ということで、２，５２０万９千円という補正額の内容でございま

す。 

以上でございます。 

○松 浦 議 長   以上で答弁を終わります。 

１５番 入本和男君。 

○入 本 議 員   今の職員手当については同僚議員の説明でそこまでは聞いたわけで

す。その１歩踏み込んだときに７０％カットするという言葉は今初め

て出てきたと思うんですが、この分は余りカットしてもらったら作業

が遅れるんじゃないかと、逆の効果がある気もするわけです。それで

私が今お聞きしたのはどの部がどの程度、積算というものは部からの

積み上げということになれば、支所からの積み上げがあるんかもわか

りませんし、そこらのものが見えてこないんですよね。だからアバウ

トな数字じゃなしにやっぱり財政難と言われるんなら切らにゃいけん

ところは切らにゃいけませんけど、１００を１２０にしてでもせにゃ

いけん部分もあるわけです。そこのところのどういうふうな積算され

て、担当部長さん、並びに支所の方の事務もあるんか私はわかりませ

んけども、作業工程の中では、そこらの積み上げがわからない。 

それから今の９月に支払われる１，４００万ですけど、これはどの

ような支所並びに消防団かここの本庁の方の応援団とか、本部と支所
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の積算はどのような数字で表れたこういう積み上げになったのか、そ

この中には賃金カットはなかったのか、そういうものが見えてこない

と、我々とすれば災害の復旧工事にあたって、市民に説明するにして

も人件費の問題、予算の問題、そういうところを理解を求めなきゃい

けないんですね、各論について。そのために私らもそこを知っとけば

市民の皆さんになぜうちのは査定に入らんかったんか、なんでうちら

は入ったか、そこらが説明できるような気がするわけなんですよ。逆

に追求したらどうなったんか言われたときに、それは聞かんかったん

ですよ言うたら、なんか私らも役割を果たしてないような気がするん

で、先ほどの同僚議員も自立支援について詳しく聞いていたように、

そこらが今関心度が高いとこ、災害についても不安を持って生活して

おられる。そういう点につきまして、やはり賃金についても明快な答

弁をいただいて、説明できる形の資料、並びに答弁をお願いしたいと

思うんですが、再度このあたりの支所の苦労とか、それから各部の積

算がどのように支払われたのか、消防団としてはどういうふうだった

のか、そこらをもう少し積算についての説明を再度求めます。 

○松 浦 議 長   ただいまの質疑に答弁を求めます。 

総務部長 新川文雄君。 

○新川総務部長   産業振興部の方から今後における事務対応という状況の中で積算い

たしております。１１月２７日から１２月の２２日までの４週間農地、

農業施設の災害復旧の査定作業が入ってきてます。事務内容を先にご

説明させていただきますが、１１月中旬に災害復旧に伴いました単市

の補助事業を産業振興部の方でも事業を興しております。この説明会

を開催させていただき、その申請事務、また１２月４日から８日まで

の林道施設の災害査定ということでございます。また、１月５日から

１０日、それぞれ増高申請のヒアリングが出てくるんじゃなかろうか

ということで、事務の予定を行っております。小規模崩壊復旧地の現

地調査ということで、土日の作業という状況になるんではなかろうか

と思っております。１０月は、ほぼ農林水産課職員で災害関係の業務

にあたっていたと思います。ただ１１月からは職員等の限られた職員

でありますので、単市の補助事業については部の中で調整をしていた

だいて、地域営農課の方で、その事務を支援に回っていただいておる

状況でございます。どちらにしましても、工事発注までにそうした基

本的に１０月並みの時間数というのは、ある程度基礎とさせていただ

いております。農林水産課、また地域営農課、主任から主幹までの管

理職手当等の時間単位を積算をさせていただいて、時間を１００時間

とさせていただき、その人数割合をそこにはめていただいて、４ヵ月。

また地域営農課については、時間単価と３０時間の人数と３ヵ月の予

想を組まさせていただいておる状況でございます。そういう事務作業

とそうした時間割合の日数を原課の方では計画をさせていただいとる

わけですが、１００％の査定ということは必要には認識いたしており



 39 

ますけども、財源的な形の中で考慮してみますと、７掛けから大体８

掛けくらいの率の中で個々に調整をさせていただいておるというのが

現状でございます。 

それと建設課も同様といたしまして、現在建設部の方には管理課と

下水道課がございますけども、それらの特別の時間外手当等の中で積

算をさせていただいております。例えば１０月の例で申しますと１，

５００円の時間給単価が３０時間で２人というものを、主事級の職員

はやはりそれいうことも月の時間数を定めさせていただいております。

主任クラスといたしましても同様でございます。そういう細かな時間

数を積み上げさせていただいて今回建設部の方におきましては、５１

４万ばかりの予算要求に対して、４００万円の査定ということでござ

います。このことは応援態勢を各部からもさせていただいております。

支所からの応援も１名ずつしていただいております。そういう状況が

ございまして、多少人数の対応も実施させていただいておるというこ

とで、産業振興部におきましては９２０万からの要求でございますけ

ど、６３０万のある程度の対応をさせていただいておるというのが現

状でございます。 

それと、このたびの災害で一番重要視されておりました八千代町の

支所の実績、また時間外の割り当て等もさせていただいて、担当者の

現場の状況調査というのも必要になっておりますので、現場対応とい

うことで、３月までの時間外に対する１９万２千円等の予算を定めさ

せていただき、約１，０５０万ばかりは９月から３月までの見込みで

させていただいております。 

それと９月までの実績と申しましょうか、実績におきましては、給

与の方の担当者は各支所、各部とも、時間外の日数は把握をさせてい

ただいております。そういう状況の中で、災害対応で実施していただ

いとるという状況でございますので、この数字については積み上げの

中で積算をさせていただいたものを予算の方に計上させていただいと

るということでございます。ただ、時間外ということでございますの

で、一般事務等においては、各部それぞれ担当課長が残業の時間外の

計画を職員１人１人が計画を出させていただいて、それをチェックし

ておるのが現状でございます。計画と実績を見た形の中で、時間外の

計上をさせていただいておりますし、行事等におけることにつきまし

ても、振替をお願いするという状況の中でも実施をさせていただいて

おります。そういう状況の中で緊急的には災害等については、やむを

得ないということも認めさせていただきたいと思います。そういう危

機管理の中で今回の時間外というのは考え方はある程度整理をさせて

いただいて、今回の補正に出させていただいておるという状況でござ

います。 

以上でございます。 

○松 浦 議 長   １５番 入本和男君。 
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○入 本 議 員   今からの工程についてはわかりやすく説明していただきまして、こ

ういう順序になっておりますいうことになれば、市民の皆さんも理解

していただけるんじゃないかと思います。９月までの分につきまして

は、１点９月１６日から１７日にかけた賃金はどのくらい、１日でか

かったんでしょうか。それは多分わかるんではないかなと思うんで、

そこだけちょっと教えていただければと思います。 

○松 浦 議 長   答弁を求めます。 

総務部長 新川文雄君。 

○新川総務部長   今、申しわけございませんが、手持ちの資料がございませんので、

後ほどご報告をさせていただきたいと思います。 

よろしくお願いします。 

○松 浦 議 長   いいですか。 

ほかに質疑ありませんか。 

１０番 熊高昌三君。 

○熊 高 議 員   個別に２点ほどお聞きするんですが、２３ページの５目の児童福祉

医療公費負担６８６万、この詳細についてもう少しお知らせいただき

たいと思います。 

それと２点目は３１ページの消防費の常備消防費の中で、備品購入

の３００万、ＡＥＤの購入と言われたと思うんですが、これは何機く

らいで現在安芸高田市にＡＥＤの設置状況、そこらの詳細についてお

伺いしたいと思います。 

○松 浦 議 長   以上の質問に答弁を求めます。 

消防長 竹川信明君。 

○竹川消防長   それでは３１ページの常備消防費の備品購入費の関係をご説明申し

上げます。 

ここに掲げております備品購入費につきましては、当初触れてあり

ましたように、いわゆる除細動器、電気ショックにかかる除細動器で

ございます。ＡＥＤではございません。これは救急車に積載してある

機具に関しまして、これを更新ということでございます。基本的には

平成１０年度に購入しております搬送式と言いますけど、より安全性、

有効性の優れた機器に８年を経過して更新したいと。つきましては、

救急振興財団から補助をやろうということが今年度ございまして、そ

れが決定いたしまして歳入の方でございます、１２９万１千円の助成

を得られるということで、いずれといいますか、１９年度に予定をし

整備を考えておりましたこの機械を、この際お願いしたいというもの

でございます。ひとつその点はご理解いただきたいと思います。 

なお、ＡＥＤにつきましては、教育委員会関係の関連施設におきま

して、８施設に設置をしてあるということでございます。 

以上でございます。 

○松 浦 議 長   引き続き答弁を求めます。 

福祉保健部長 廣政克行君。 
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○廣政福祉保健部長   児童福祉費、医療公費負担事業の６８６万円の補正でございますが、

主なるものは扶助費の６２４万２千円と、２３節の償還金利子及び割

引料で６４万４千円でございます。２３の償還金につきましては、ひ

とり親家庭等の医療費公費負担事業の平成１７年度におきます事業の

確定によりましての還付金を６１万８千円であります。扶助費の６２

４万２千円でありますが、この経費につきましては当初新年度予算を

お願いするときに、大体１７年度実績等の医療費を見積もっての積み

上げでございます。上半期実施してまいりまして、ある程度の医療費

が増額をしてきております。そういった点で上半期の実績もある程度

伸び率を掛けまして、下半期の６２４万２千円をお願いをしたいとい

うことで計上をさせていただいております。 

○松 浦 議 長   以上で答弁を終わります。 

ほかに質疑はありませんか。 

〔質疑なし〕 

○松 浦 議 長   質疑ないようですので、これで質疑を打ち切ります。 

これをもって質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。 

討論はありませんか。 

○明 木 議 員   議長。 

○松 浦 議 長   討論がありますので、まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔反対討論なし〕 

○松 浦 議 長   反対討論なしと認めます。 

次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 

○明 木 議 員   議長。 

○松 浦 議 長   １番 明木一悦君。 

○明 木 議 員   同僚議員の質疑及び執行部の答弁を私なりに総括させていただきま

すと、やはり９月１６日、１７日の大雨により被災された市民からの

負託である災害復旧及び１０月１日より運用されました障害者自立支

援法による障害者の負担増、これの支援拡大を早期に求めるものとし

て今回の予算が行われたと思いますので、それに賛成するものです。 

○松 浦 議 長   ほかに討論はありませんか。 

〔討論なし〕 

○松 浦 議 長   ないようでございますので、これをもって討論を終結いたします。 

これより議案第１２５号、平成１８年度安芸高田市一般会計補正予

算（第５号）の件を起立により採決いたします。 

本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○松 浦 議 長   起立多数であります。 

よって、本件は原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第２０ 議案第１２６号 平成１８年度安芸高田市国民健 
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康保険特別会計補正予算（第３号） 

○松 浦 議 長   日程第２０、議案第１２６号、平成１８年度安芸高田市国民健康保

険特別会計補正予算（第３号）の件を議題といたします。 

この際、議案の朗読を省略いたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

市長 児玉更太郎君。 

○児 玉 市 長   議案名が平成１８年度安芸高田市国民健康保険特別会計補正予算

（第３号）でございます。 

本案は、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ５，５９

３万５千円を追加し、予算の総額を３８億９，８６３万４千円とする

ものでございます。歳入につきましては、国民健康保険税５０３万８

千円、国庫支出金２，３４５万４千円、県支出金４９１万４千円、共

同事業交付金１４３万１千円、繰入金４，４０９万８千円をそれぞれ

追加し、療養給付費等交付金２，３００万円を減額するものでござい

ます。歳出につきましては、総務費１３万５千円、保険給付費５，１

７５万円、共同事業拠出金４０５万円をそれぞれ追加するものでござ

います。 

よろしくお願い申し上げます。 

○松 浦 議 長   以上をもって提案理由の説明を終わります。 

この際、担当部長から要点の説明を求めます。 

福祉保健部長 廣政克行君。 

○廣政福祉保健部長   それでは議案第１２６号の平成１８年度安芸高田市国民健康保険特

別会計補正予算（第３号）につきまして、要点のご説明を申し上げま

す。 

本補正予算につきましては、本算定によります国民健康保険税の見

直しと一般療養給付費、高額療養費の支出の見直しと、制度改正に伴

いますシステム改修費が主なものでございます。歳入歳出予算の総額

に歳入歳出それぞれ５，５９３万５千円を追加いたしまして、歳入歳

出それぞれ３８億９，８６３万４千円とするものであります。 

６ページからご説明いたします。まず、歳入につきまして、ご説明

申し上げます。款１国民健康保険、項１国民健康保険税、目１一般被

保険者国民健康保険税、節１医療給付費分現年課税分２，１９０万の

減額及び節２介護納付金分現年課税分３９３万８千円の増額、目２退

職被保険者等国民健康保険税、節１医療給付費分現年課税分の２，３

００万円の増額につきましては、本算定による税額の見直しによるも

のでございます。 

次に、款３国庫支出金、項１国庫負担金、目２療養給付費負担金、

節１現年度分１，７５１万円の増額につきましては、療養給付費、高

額療養費の支出増に伴います国庫負担金の増額でございます。３目、

高額医療費共同事業負担金、節１現年度分１３０万９千円の増額につ

きましては、交付決定に基づくものでございます。項２国庫補助金、
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目１財政調整交付金、節１普通調整交付金４６３万５千円の増額は、

療養給付費、高額療養費の支出増に伴う増額でございます。 

次に、款４県支出金、項１県負担金、目１高額医療費共同事業負担

金、節１現年度分１３０万９千円の増額につきましては、交付決定に

よるものでございます。項２県補助金、目１財政調整交付金、節１財

政調整交付金３６０万５千円の増額につきましては、療養給付費、高

額療養費の支出増によるものでございます。 

次に、８ペ－ジをお願いいたします。款５療養給付費等交付金、項

１療養給付費等交付金、目１療養給付費等交付金、節１現年度分２，

３００万円の減額につきましては、本算定によります退職被保険者等

国民健康保険税、医療給付費分現年課税分増額によりまして、交付額

の減でございます。款７共同事業交付金、項１高額共同事業交付金、

目１高額共同事業交付金、節１高額共同事業交付金３４５万８千円の

減額は、精査見直しによるものございます。目２保険財政共同安定化

事業交付金、節１保険財政共同安定化事業交付金の４８８万９千円の

増額は、精査見直しによるものでございます。款９繰入金、項１他会

計繰入金、目１一般会計繰入金、節１保険基盤安定繰入金７２４万３

千円の減額は、交付申請によります精査見直しでございます。項２基

金繰入金、目１財政調整基金繰入金の５，１３４万１千円の増額でご

ざいますが、財源不足分のための繰入増でございます。以上が歳入で

ございまして、１０ページから歳入をご説明いたします。 

款１総務費、項１総務管理費、目１一般管理費１３万５千円の増額

は、職員給与等見直しと制度改正に伴うシステム改修及び産休・育休

代替職員の委託料によるものでございます。款２保険給付費、項１療

養諸費、目１の一般保険者療養給付費２，５００万円、目５審査支払

手数料２５万円、次の１１ペ－ジの項２高額療養費、目１一般被保険

者高額療養費２，６５０万円の増額は、精査見直しによるものでござ

います。 

次に、款５共同事業拠出金、項１共同事業拠出金、目１高額医療費

共同事業医療費拠出金８３万９千円の減額及び保険財政共同安定化事

業４８８万９千円増額は、概算拠出額の決定によるものでございます。 

以上、要点の説明を終わります。よろしくお願いします。 

○松 浦 議 長   以上をもって要点の説明を終わります。 

お諮りします。 

本件は、委員会への付託を省略いたしたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

〔異議なし〕 

○松 浦 議 長   ご異議なしと認め、委員会への付託を省略いたします。 

これより質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

〔質疑なし〕 
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○松 浦 議 長   質疑ないようでございますので、質疑なしと認めます。 

これをもって質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。 

討論はありませんか。 

〔討論なし〕 

○松 浦 議 長   討論なしと認めます。 

これをもって討論を終結いたします。 

これより議案第１２６号、平成１８年度安芸高田市国民健康保険特

別会計補正予算（第３号）の件を起立により採決いたします。 

本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○松 浦 議 長   起立多数であります。 

よって、本件は原案のとおり可決をされました。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第２１ 議案第１２７号 平成１８年度安芸高田市介護保険特 

別会計補正予算（第３号） 

○松 浦 議 長   日程第２１、議案第１２７号、平成１８年度安芸高田市介護保険特

別会計補正予算（第３号）の件を議題といたします。 

この際、議案の朗読を省略いたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

市長 児玉更太郎君。 

○児 玉 市 長   議案第１２７号、議案名、平成１８年度安芸高田市介護保険特別会

計補正予算（第３号）でございます。 

本案は、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１５２万

１千円を追加し、予算の総額を３４億７，１１５万６千円とするもの

でございます。歳入につきましては、国庫支出金９７万４千円、県支

出金１２万７千円、繰入金９３万７千円をそれぞれ追加し、支払基金

交付金５１万７千円を減額するものでございます。歳出につきまして

は、総務費１３０万５千円、地域支援事業費２１万６千円をそれぞれ

追加するものでございます。 

以上、よろしくご審議を賜りたいと思います。 

○松 浦 議 長   これをもって提案理由の説明を終わります。 

この際、担当部長から要点の説明を求めます。 

福祉保健部長 廣政克行君。 

○廣政福祉保健部長   要点のご説明をいたします。 

このたびの補正につきましては、今年度から介護保険特別会計にお

きまして取り組んでいる地域支援事業を、半年間の事業実績に基づき

まして、事業の組み替え等の補正をするものです。 

６ページからご説明申し上げます。歳入でございますが、歳入の主

なものは、地域支援事業の補助金を介護予防事業から、包括的支援事

業・任意事業に振り替えるものでございます。３款の国庫支出金、２
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項の国庫補助金、２目の地域支援事業交付金４１万７千円の減額は、

補助対象である介護予防事業の減額によるものです。３目の地域支援

事業交付金６７万４千円の増額は、補助対象である任意事業などの増

額によるものでございます。４目の介護保険事業費補助金は、今年度

実施している介護保険料システムの改修に対する補助金がついてきた

ものでございます。４款の支払基金交付金、１項の支払基金交付金、

２目の地域支援事業支援交付金５１万７千円の減額は、補助対象であ

る介護予防事業の減額によるものでございます。５款の県支出金、３

項の県補助金、１目の地域支援事業支援交付金２１万１千円の減額は、

国庫支出金と同様に、補助対象である介護予防事業の減額によるもの

でございます。 

続きまして７ページをお願いしますが、２目の地域支援事業支援交

付金３３万８千円の増額は、国庫支出金と同様に、補助対象である包

括的支援事業・任意事業の増額によるものでございます。８款の繰入

金、２項の一般会計繰入金、２目の地域支援事業繰入金３８２万２千

円の増額は、介護予防事業の増額に伴う繰入金でございます。３目の

地域支援事業繰入金３４７万３千円の減額は、地域支援事業の減額に

よるものです。４目のその他一般会計繰入金は、職員人件費の増額に

よるものでございます。 

続いて歳出を説明いたします。８ページから、１款の総務費、１項

の総務管理費、１目の一般管理費１３０万５千円の増額は、１８年度

介護保険制度改正に伴いまして、要介護認定事務に関する件数が増え

まして、関係事務を処理する時間外勤務手当が主なものでございます。

４款の地域支援事業費、１項の介護予防事業費、１目の介護予防特定

高齢者施策事業費２，１１４円の減額は、特定高齢者の認定が予定を

下回る見込みのため、通所型介護予防事業を減額するものです。２目

の介護予防一般高齢者施策事業費２，３５０万円の増額は、特定高齢

者施策が減額見込みであるため、一般高齢者のための通所型介護予防

事業の充実を図るものでございます。２項の包括的支援事業・任意事

業、１目の一般管理費２１万６千円の増額は、地域包括支援センター

の要支援１・２のケアプラン作成を支援するための時間外勤務手当の

追加でございます。 

９ページをお願いいたします。２目の介護予防ケアマネジメント事

業は、補助対象事業費の減額に伴います財源の組み替えでございます。

３目の総合相談事業費１９１万円の減額は、高齢者の実態調査を委託

で行ってまいりましたが、介護保険制度改正の中で調整に時間を要し

事業開始が遅れました。調査件数が予定を下回っておりまして、委託

料を減額するものでございます。４目の権利擁護事業は、高齢者虐待

防止の啓発事務費の追加であります。５目の包括的・継続的ケアマネ

ジメント支援事業費は、補助対象事業費の減額に伴いまして、財源の

組み替えです。６目の任意事業費６０万円の減額は、受給者の減少に
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伴う家族介護手当の減額でございます。 

以上、要点の説明を終わります。よろしくお願いします。 

○松 浦 議 長   以上をもって要点の説明を終わります。 

お諮りします。 

本案は、委員会への付託を省略いたしたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

〔異議なし〕 

○松 浦 議 長   ご異議なしと認め、委員会への付託を省略いたします。 

これより質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

○熊 高 議 員   議長。 

○松 浦 議 長   １０番 熊高昌三君。 

○熊 高 議 員   １８年度新しい事業ということで、後半まできたんですけども、現

在までの状況に応じての補正ということで、中身はあるようですが、

事業の評価をこれまでどのようにされて、決算ではないですけども、

１９年度に新たにつなげていくための年度でもあったと思うんですよ。

そういった評価を部長、どのようにされておるのか、１点お伺いした

いと思います。細かく言えば相談事業等のスタートが遅れて減額にな

ってきておるということですが、ここらによって市民が不利益を得た

のではないかということもあるんですね。そこらをそうじゃないんだ

というような評価をされているのかどうか、それについて事業全般の

評価を含めてこの補正予算というのをどのように次につなげていくん

かということも絡めてお伺いしたいと思います。 

○松 浦 議 長   ただいまの熊高議員の質疑に答弁を求めます。 

福祉保健部長 廣政克行君。 

○廣政福祉保健部長   １８年度の上半期を終えてきまして、今回このような補正をお願い

しました。一つはご承知のように介護保険制度の中には介護保険給付

事業と地域の支援事業とが大きく分かれております。地域支援事業の

大まかな形になりますと、その中の介護予防事業、また包括的支援事

業、任意事業、先ほどお願いいたしましたけども、一般会計の方から

の対象者を介護保険の方で、対応していくということになります。今

からのこの介護保険と言います、高齢者も年々高齢化してきます。要

するに要支援１、２また介護の方になるべくいかないようにすること

がひとつの大きな行政の課題だと思っておりますけど、この２１年度

から障害者の方も介護保険制度統一化されていくようにお聞きしてい

ますし、そういった制度の改正もそれぞれ年度ごとにこの見通しが変

わってきております。そういった点でも不透明な点がございますが、

包括支援センターをある程度充実をしていく必要があるような気持ち

は持っております。先ほど言いましたようにケアプランの策定という

ものがある程度資格者でないとできないという問題があります。そう

いった点でも人材育成をそれに携わる方々の育成、研修等は対応する
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ための行政の支援も必要でなかろうかと、このように考えております。

支援事業の介護にいくまでには、福祉保健部としましても保険医療制

度、またそこらの点との一連化したひとつの考え方も調整をする必要

があるんではないかと、このように考えて宿題もたくさんある、課題

もあります。不透明な部分もありますし、はっきりした部分、申しわ

けありませんけども、それぞれの課題を１９年度にはどのようにして

いくかという大きなこともあります。人材育成が先に必要ではなかろ

うかと、大きな問題としてはそのように考えます。 

○松 浦 議 長   以上で答弁を終わります。 

１０番 熊高昌三君。 

○熊 高 議 員   なかなか評価しづらい状況じゃないかなとお伺いしましたが、もう

少し具体的に詰めて聞きたいと思いますが、例えば８ページの特定高

齢者の関係と一般高齢者の関係、これが関係予算の大きく動いた点も

あるんですが、ここらの実態についてはもう少しどのような形でこの

ような形になったのかということをお伺いしたいと思います。要望と

いうのがここの部分の一番大きな眼目だと思うんですね、事業の。そ

こらの１８年度の上期での要望活動ができたのかどうかという評価が、

今も言われたと思うんですが、もう少しはっきりとできたのか、でき

ていないのか、その辺についてお伺いしたいと。と、言うのが先ほど

部長も言われたように体制づくりがまだまだ不十分だろうし、特にケ

アマネージャーの不足というのが、安芸高田市のみならず周辺もそう

だと聞いておりますが、この辺を下期で新年度に向けてどのように準

備していくというのが、この補正に入っているのか、それについても

う少しお伺いしたいと思います。さらに包括支援センターの強化とい

うのも言われておりますが、具体的にどのような強化をしていこうと

いうおつもりで、この下半期を取り組んでいかれるのか、その辺につ

いて具体的にお伺いしたいと思います。 

○松 浦 議 長   ただいまの質問に答弁を求めます。 

福祉保健部長 廣政克行君。 

○廣政福祉保健部長   ８ページの４款の地域支援事業費の補正であります。ご質問のよう

に今の介護予防の特定、高齢者の施策事業と一般の高齢者の施策事業

というように分けております。大きなこのたびの補正は、介護保険計

画３年間を立てるときに特定の高齢者をある程度人数を見積もってお

られる。それを外れた方を一般会計の方で生きがいサービスをしてい

るところであります。問題はこの特定高齢者を指定をするというのを

要支援１、２へいくまでの元気な方の中で、特定高齢者といいますと、

要支援に近い方が特定高齢者と認識しておりますけど、その方を把握

するということがまず一番、先ほど言いましたように時間がかかると

いうことで、総合健診等も受けられておりますけども、総合健診を受

けられない方、この方をどうするかということを年代ごとに訪問にし

ての調査をしていくかどうかというのもあります。性別もありますけ
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ども、そういった点で時間を非常に要したということ、それとその人

材が欠けておるということでございます。この点につきまして、また

課長の方からもご説明申し上げますが、そういった包括支援センター

との関連は当然ありまして、その包括支援センターのそういう活動を

していくわけでございますが、職員の体制の中で、ご承知のように前

回の補正でお願いしたと思いますけども、臨時職員等も応募しており

ます。ホームページ等でも応募しておるわけですけど、なかなか他町

の市町のように苦心されておりまして、ケアプランを作成するのがな

かなか間に合わないと、はっきり言って現状であります。そこらの今

からの来年度からの取り組みというのも、先ほど言いました大きな問

題であると思います。いずれにしましても国保の関係、被保険者、ま

たその対象外の方、それぞれの大体４０％くらいの国保加入でござい

ますが、他の方々にはそれなりの健康管理をされておるという、まだ

健診に呼ばれない方もおられます。そういった方々をどうするかとい

う点から、個人の認識の向上と言いますか、健康に対する向上、それ

らが研修等も重ねておりますけども、研修がすべてでないように思い

ます。保健師等も家庭訪問等されておりますけども、そこに需要と供

給が追いつかないというのが現状でございます。そういった点につき

ましても同じ一つの部の中であります。そういった点をある程度今か

らどのように調整を取りながら、限られた人材の中でどのように対応

していくかと、大きな課題としてそれぞれ医療課なり、高齢者課なり

協議をしてまいりたいとこのように考えております。 

４款の介護高齢者の特定の、課長の方から補足説明をさせていただ

きます。 

よろしくお願いします。 

○松 浦 議 長   引き続き答弁を求めます。 

高齢者福祉課長 沖野和明君。 

○沖野高齢者福祉課長   議長。 

○松 浦 議 長   はい。 

○沖野高齢者福祉課長   歳出４款の地域支援事業、１項介護予防事業費の中の事業の組み替

えについてご説明させていただきます。 

特定高齢者と申しますのは、先ほど部長から説明がございましたよ

うに介護保険の認定前の高齢者でございまして、そのままの状態であ

れば、介護保険の認定がすぐ来るという、虚弱な高齢者を呼ぶ名称で

ございます。こうした特定高齢者の事業につきましては、国が昨年の

平成１７年度の方向の中で、高齢者人口の５％の率を示してまいりま

して、介護保険の方も平成１８年度国の示した率で事業の執行を計画

しておりました。しかしながら、なかなか国が示しました、特定高齢

者の基準が厳しい状況がございます。それと、先ほど部長からありま

したように、総合健診の受診が必須に現在なっておりまして、なかな

か特定高齢者というものが上がってこない状況がございます。現実問
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題３０４名のサービスの提供を計画いたしましたが、現在７１名と、

こういう特定高齢者の状態でございまして、特定高齢者へのサービス

が非常に少ない状況でございます。そのかわり特定高齢者の方が一般

高齢者の中に隠れているという状況が予測されますので、このたび一

般会計の元気な高齢者の方を対象とした事業、特定高齢者が隠れてお

るという推測も含めまして、介護保険の介護予防として位置づけをし

て、元気な高齢者からしっかり介護予防をやっていこうという考え方

を今回取らせていただきました。事業の組み替えについては以上でご

ざいます。 

○松 浦 議 長   以上で答弁を終わります。 

ほかに質疑ありませんか。 

○山 本 議 員   はい。 

○松 浦 議 長   １６番 山本三郎君。 

○山 本 議 員   一番最後の１０ページの職員手当の内訳の中に、時間外勤務手当が

補正前と補正後で比較が１４９万８千円という時間外手当がかかるよ

うになっとるわけですが、ケアマネージャーが非常に足らない中で、

事業執行していくのにいろいろ大変なことだと思うんですが、１４８

万９千円の時間外のどういうような時間外の作業いいますか、事務い

いますか、内訳があれば教えていただきたいと思います。今後こうい

うような無理な状態が続くことになりますと、ケアマネージャーを早

期、いろいろ無理のない方向を考えていかなければならないという面

があるのではないかと思いますが、内訳がわかりましたらご説明願い

ます。 

○松 浦 議 長   ただいまの質疑に答弁を求めます。 

高齢者福祉課長 沖野和明君。 

○沖野高齢者福祉課長   議長。 

○松 浦 議 長   はい。 

○沖野高齢者福祉課長   給与費明細の時間外勤務手当の内容についてのご質問でございます。 

歳出の８ページ、９ページをもって説明させていただきたいと思い

ます。歳出の８ページに款の１総務費、項の１総務管理費、目の１一

般管理費がございます。こちらの中に職員手当等１３４万円補正をお

願いをしております。こちらの目の時間外勤務手当は事務の時間外勤

務手当でございます。どうして今回補正をお願いしたかと申しますと、

実はこの４月に認定が変わりまして、これまで要介護１であった方が

要支援の２と、要支援の１、二つに分かれるようになりました。その

中で要介護から要支援へ移った人は認定期間６カ月が限度でございま

す。これまでほとんどの方が１２カ月という認定期間であったものが、

これが６カ月に切りかわりまして、ここの事務が倍増しております。

この中での内部事務での時間外勤務手当がございます。８ページの一

番下に款の４地域支援事業、項の２包括的支援事業、任意事業、目の

１の一般管理費、こちらの中に２１万４千円職員手当がございます。
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こちらが地域包括支援センターの中の職員の人件費でございます。地

域包括支援センターは、介護サービスの特別会計と介護保険特別会計

で地域包括支援センターの人件費をまかなっておりますが、ここにご

ざいます人件費がケアプランの作成を支援するための時間外勤務手当

でございます。２１万４千円という金額でございます。ケアプランの

作成につきましては、先ほど部長の方からございましたように、現在

の体制では非常に厳しい状況にございます。土曜、日曜、家庭での調

整、あるいは土曜、日曜、夜間にケアプランを電算処理する。さまざ

まな事務がございまして、ケアマネージャーの不足が現時点で生じて

いる実態がございます。先ほど部長からありましたように、こちらの

体制づくりをどうやっていくかが１９年度に向かった課題であるとい

うように考えております。 

以上でございます。 

○松 浦 議 長   以上で答弁を終わります。 

ほかに質疑はありませんか。 

〔質疑なし〕 

○松 浦 議 長   ないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。 

討論はありませんか。 

〔討論なし〕 

○松 浦 議 長   討論なしと認め、これをもって討論を終結いたします。 

これより議案第１２７号、平成１８年度安芸高田市介護保険特別会

計補正予算（第３号）の件を起立により採決いたします。 

本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○松 浦 議 長   起立多数であります。 

よって、本件は原案のとおり可決されました。 

この際、１５時１０分まで休憩といたします。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午後  ２時５８分 休憩 

午後  ３時１０分 再開 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第２２ 議案第１２８号 平成１８年度安芸高田市公共下 

水道事業特別会計補正予算（第３号） 

○松 浦 議 長   休憩前に続き、会議を再開します。 

日程第２２、議案第１２８号、平成１８年度安芸高田市公共下水道

事業特別会計補正予算（第３号）の件を議題といたします。 

この際、議案の朗読を省略いたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

市長 児玉更太郎君。 

○児 玉 市 長   議案第１２８号、議案名が平成１８年度安芸高田市公共下水道事業
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特別会計補正予算（第３号）でございます。 

本案は、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ８５１万

９千円を追加し、予算の総額を４億３，６１４万５千円とするもので

ございます。歳入につきましては、繰入金１９４万５千円、繰越金が

６５７万４千円をそれぞれ追加するものでございます。歳出につきま

しては、総務費１９４万５千円、諸支出金６５７万４千円をそれぞれ

追加するものでございます。 

よろしく審議を賜りたいと思います。 

○松 浦 議 長   これをもって提案理由の説明を終わります。 

この際、担当部長から要点の説明を求めます。 

建設部長 金岡英雄君。 

○金岡建設部長   平成１８年度安芸高田市公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）

について要点をご説明させていただきます。 

最初に歳入でございますが、６ページをお願いいたします。４款繰

入金、１項他会計繰入金の一般会計繰入金でございますが、職員の人

件費等で、１９４万５千円を計上させていただいております。次の５

款繰越金でございますが、１７年度決算に伴い剰余金６５７万４千円

を計上させていただいております。 

７ページをお願いします。歳出でございますが、１款総務費の１項

総務管理費、一般管理費でございますが、職員手当等で１９４万５千

円を計上させていただき、４款諸支出金でございますが、一般会計操

出金といたしまして、繰越金相当額の６５７万４千円を計上させてい

ただいております。 

以上でございます。 

○松 浦 議 長   以上をもって要点説明を終わります。 

お諮りします。 

本件は、委員会への付託を省略いたしたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

〔異議なし〕 

○松 浦 議 長   ご異議なしと認め、委員会への付託を省略いたします。 

これより質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

〔質疑なし〕 

○松 浦 議 長   質疑なしと認めます。 

これをもって質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。 

討論はありませんか。 

〔討論なし〕 

○松 浦 議 長   討論なしと認め、これをもって討論を終結いたします。 

これより議案第１２８号、平成１８年度安芸高田市公共下水道事業

特別会計補正予算（第３号）の件を起立により採決いたします。 
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本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○松 浦 議 長   起立多数であります。 

よって、本件は原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第２３ 議案第１２９号 平成１８年度安芸高田市特定環 

境保全公共下水道事業特別会計補正予算（第３号） 

○松 浦 議 長   日程第２３、議案第１２９号、平成１８年度安芸高田市特定環境保

全公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）の件を議題といたしま

す。 

この際、議案の朗読を省略いたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

市長 児玉更太郎君。 

○児 玉 市 長   議案第１２９号、議案名、平成１８年度安芸高田市特定環境保全公

共下水道事業特別会計補正予算（第３号）でございます。 

本案は、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ９５５万

３千円を追加し、予算の総額を８億８，７９１万６千円とするもので

ございます。 

歳入につきましては、県支出金３００万円、繰越金７０４万７千円、

諸収入５５９万２千円、市債７７０万円をそれぞれ追加し、繰入金１，

３７８万６千円を減額するものでございます。歳出につきましては、

総務費６６万９千円、施設費１８３万７千円、諸支出金７０４万７千

円をそれぞれ追加するものでございます。 

次に、繰越明許費の補正でありますが、地方自治法第２１３条第１

項の規定により、翌年度に繰り越して使用できる事業費として、２事

業、５，１００万円を繰越明許費とするものであります。 

また、地方債の補正につきましては、その借入限度額を、２億１，

９００万円と定めるものであります。 

以上よろしくご審議のうえ、適当なるご議決をいただきますようお

願い申し上げます。 

○松 浦 議 長   これをもって提案理由の説明を終わります。 

この際、担当部長から要点の説明を求めます。 

建設部長 金岡英雄君。 

○金岡建設部長   平成１８年度安芸高田市特定環境保全公共下水道事業特別会計補正

予算（第３号）について要点の説明を行います。 

歳入でございますが、８ページをお願いいたします。４款県支出金

の１項県補助金の特定環境保全公共下水道事業県補助金でございます

が、八千代処理区の関係で事業の精算等に伴いまして、３００万円を

計上させていただいております。５款繰入金では一般会計からの繰入

金を１，３７８万６千円減額し、６款繰越金では、１７年度決算に伴

い剰余金７０４万７千円を計上しております。 
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次に９ページをお願いします。７款諸収入でございますが、雑入で

でございますが、５５９万２千円におきましては、落雷被害による保

険料、また諸ケーブル等の移転補償などで５５９万２千円を計上して

おります。８款市債では、公共下水道事業債７７０万円を計上してお

ります。 

１０ページをお願いします。歳出でございますが、１款総務費の１

項総務管理費の一般管理費でございますが、職員の人件費等で６６万

９千円計上させていただいております。２款の施設費の施設管理費で

は、向原処理区の浄化センターが１１月中旬の深夜、落雷により排水

系統に異常が発生し、緊急対応が必要となったため、役務費の一部予

算を工事費に流用させていただきました。そのため、その不足額分と

して４８３万６千円を計上させていただくとともに、工事請負費では

県道吉田豊栄線の改良工事に伴う、非常通報装置ケーブルの移設費な

どで１７０万１千円を追加させていただきまして、合わせて６５３万

７千円を計上させていただいております。２項施設建設費では、八千

代処理区及び甲田処理区の事業精算見込に伴いまして、４７０万円を

減額させていただいております。主なものは委託料、工事請負費と補

償費につきましては組み替えをさせていただいております。４款の１

１ページでございますが、諸支出金の一般会計への操出金として、繰

越金相当額の７０４万７千円を計上させていただいております。 

４ページをお願いいたします。第２表の繰越明許費５，１００万円

の補正でございますが、建設費の施設建設費におきまして、八千代処

理区では、県道の浜田や八重、可部線の道路改良工事との時間調整等

に時間を要しましたので、２，５００万円を。また、甲田処理区では

県道広島、三次線の歩道工事や中継ポンプ場の調整等に時間を要した

ため２，６００万円を繰越明許費として計上させていただいておりま

す。 

次に、５ページでございますが、第３表、地方債の補正でございま

すが、特定環境保全公共下水道事業で補正前の額へ７７０万を追加さ

せていただき、補正後の額を２億１，９００万円とさせていただきた

いとするものでございます。 

以上でございます。 

○松 浦 議 長   以上をもって要点の説明を終わります。 

お諮りします。 

本件は、委員会への付託を省略したいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

〔異議なし〕 

○松 浦 議 長   ご異議なしと認め、委員会への付託を省略いたします。 

これより質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

〔質疑なし〕 
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○松 浦 議 長   質疑ないようですので、質疑なしと認めます。 

これをもって質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。 

討論はありませんか。 

〔討論なし〕 

○松 浦 議 長   討論なしと認め、これをもって討論を終結いたします。 

これより議案第１２９号、平成１８年度安芸高田市特定環境保全公

共下水道事業特別会計補正予算（第３号）の件を起立により採決いた

します。 

本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○松 浦 議 長   起立多数であります。 

よって、本件は原案のとおり可決をされました。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第２４ 議案第１３０号 平成１８年度安芸高田市農業集 

落排水事業特別会計補正予算 （第３号） 

○松 浦 議 長   日程第２４、議案第１３０号、平成１８年度安芸高田市農業集落排

水事業特別会計補正予算（第３号）の件を議題といたします。 

この際、議案の朗読を省略いたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

市長 児玉更太郎君。 

○児 玉 市 長   議案第１３０号、議案名が平成１８年度安芸高田市農業集落排水事

業特別会計補正予算（第３号）でございます。 

本案は、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ２，７２

０万４千円を追加し、予算の総額を６億７，７９９万８千円とするも

のでございます。歳入につきましては、繰入金２８９万８千円、繰越

金１，７９６万４千円、諸収入４４万２千円、市債５９０万円をそれ

ぞれ追加するものでございます。歳出につきましては、総務費６０万

７千円、施設費８６３万３千円、諸支出金１，７９６万４千円をそれ

ぞれ追加するものでございます。 

次に、繰越明許費の補正でございます。地方自治法第２１３条第１

項の規定により、翌年度に繰り越して使用できる事業として、８，９

００万円を繰越明許費とするものでございます。また、地方債の補正

につきましては、その借入限度額を、１億４，０７０万円と定めるも

のであります。 

よろしく審議を賜りたいと思います。 

○松 浦 議 長   これをもって提案理由の説明を終わります。 

この際、担当部長から要点の説明を求めます。 

建設部長 金岡英雄君。 

○金岡建設部長   平成１８年度安芸高田市農業集落排水事業特別会計補正予算（第３

号）について要点のご説明を行います。 
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８ページをお願いいたします。歳入でございますが、５款繰入金で

は、一般会計からの繰入金２８９万８千円を計上させていただいてお

ります。また、６款繰越金では、平成１７年度決算に伴い剰余金１，

７９６万４千円を計上しております。７款諸収入の１項雑入でござい

ますが、美土里町生田地区のマンホールポンプの落雷被害によります

保険料４４万２千円を計上しております。 

９ページ、８款市債でございますが、下水道事業債といたしまして

５，９００万円を計上させていただいております。 

１０ページをお願いします。歳出でございますが、１款総務費の 1

項総務管理費の一般管理費でございますが、職員の人件費等で６０万

７千円計上させていただいております。２款施設費の施設管理費では、

市内の６つの浄化センターの維持管理等の精算見込みによるものです

が、委託料におきましては５６０万７千円減額、役務費では汚泥の発

生量、処理量の増加等によりまして６６６万１千円を追加させていた

だいております。２項施設建設費でございますが、吉田入江地区の事

業精算見込みにより、委託料と水道管等の移転補償費などを減額し、

工事請負費では管路延長や中継ポンプの追加などで、合わせまして４

７０万円の追加計上をさせていただいております。４款の諸支出金、

一般会計操出金では、繰越金相当額の１，７９６万４千円を計上させ

ていただいております。 

４ページをお願いいたします。繰越明許費の補正でございますが、

建設費の施設建設費におきまして、吉田入江地区農業集落排水事業に

おきまして、現地精査の結果一部管路等の変更が生じたことや、国道

５４号への横断管渠等で、推進工法での施工となるため、年度内の完

了が難しいという状況で、一部工事の繰越をさせていただくというこ

とで８，９００万円を計上させていただいております。 

次に５ページ、地方債の補正でございますが、農業集落排水事業で

補正前の額へ５９０万円追加し、補正後の額を１億４，０７０万にさ

せていただきたいとするものでございます。 

以上でございます。 

○松 浦 議 長   以上をもって要点の説明を終わります。 

お諮りします。 

本件は、委員会への付託を省略いたしたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

〔異議なし〕 

○松 浦 議 長   ご異議なしと認め、委員会への付託を省略いたします。 

これより質疑に入ります。 

質疑はございませんか。 

１番 明木一悦君。 

○明 木 議 員   繰越明許費ですけど、入江地区の農業集落排水整備事業、大体いつ

頃から開始見込なのでしょうか。 
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○松 浦 議 長   ただいまの質問に答弁を求めます。 

建設部長 金岡英雄君。 

○金岡建設部長   入江地区につきましては、一部供用開始をさせていただいておりま

すが、まだ最終的な工事が継続中でございますので、繰越をさせてい

ただいておるという状況でございます。 

○松 浦 議 長   答弁をもう一度求めます。 

○金岡建設部長   大変失礼いたしました。今の一部の供用開始は本年６月頃から一部

供用開始をさせていただいております。また、繰越につきましては最

後の区間の管路工事が上入江地区を中心に残っておりますので、それ

を繰越明許として上げさせていただいております。全体的には１８年

度事業で完了でございますが、繰越分を追って１９年度には完了する

といった予定でございます。 

○松 浦 議 長   ほかに質疑はありませんか。 

〔質疑なし〕 

○松 浦 議 長   質疑なしと認めます。 

これをもって質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。 

討論はありませんか。 

〔討論なし〕 

○松 浦 議 長   討論なしと認め、これをもって討論を終結いたします。 

これより議案第１３０号、平成１８年度安芸高田市農業集落排水事

業特別会計補正予算（第３号）の件を起立により採決いたします。 

本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○松 浦 議 長   起立多数であります。 

よって、本件は原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第２５ 議案第１３１号 平成１８年度安芸高田市浄化槽 

整備事業特別会計補正予算 （第３号） 

○松 浦 議 長   日程第２５、議案第１３１号、平成１８年度安芸高田市浄化槽整備

事業特別会計補正予算（第３号）の件を議題といたします。 

この際、議案の朗読を省略いたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

市長 児玉更太郎君。 

○児 玉 市 長   議案第１３１号、議案名が平成１８年度安芸高田市浄化槽整備事業

特別会計補正予算（第３号）でございます。 

本案は、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ７８５万

８千円を追加し、予算の総額を２億８，０５５万１千円とするもので

ございます。歳入につきましては、繰越金５３３万５千円、市債５３

０万円をそれぞれ追加し、繰入金２７７万７千円を減額するものでご

ざいます。歳出につきましては、総務費が４１万２千円、施設費が２
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１１万１千円、諸支出金が５３３万５千円をそれぞれ追加するもので

ございます。また、地方債の補正につきましては、その借入限度額を、

４，０７０万円と定めるものでございます。 

以上よろしく審議を賜りたいと思います。 

○松 浦 議 長   これをもって提案理由の説明を終わります。 

この際、担当部長から要点の説明を求めます。 

建設部長 金岡英雄君。 

○金岡建設部長   平成１８年度安芸高田市浄化槽整備事業特別会計補正予算（第３号）

について要点の説明を行います。 

８ページをお願いいたします。歳入でございますが、６款繰入金で

は、一般会計からの繰入金２７７万７千円を減額させていただいてお

ります。７款繰越金では平成１７年度決算に伴いまして、剰余金５３

３万５千円を計上させていただいております。９款市債では、浄化槽

整備事業債５３０万円を計上させていただいております。 

次に９ページでございますが、歳出でございます。１款総務費の 1

項総務管理費で一般管理費でございますが、職員手当等で４１万２千

円、２款施設費の１項施設管理費では、大雨等による浸水等での浄化

槽のブロアーなどの修繕費として２１１万１千円、市設置型で６２万

４千円、個人設置型で１４８万７千円を計上させていただいておりま

す。２項施設建設費では、財源内訳の組み替えをさせていただいてお

るところでございます。 

４ページをお願いします。第２表地方債の補正でございますが、浄

化槽整備事業で補正前の額に５３０万円を追加し、補正後の額を４，

０７０万円にさせていただきたいとするものでございます。 

以上でございます。 

○松 浦 議 長   以上をもって要点の説明を終わります。 

お諮りします。 

本件は、委員会への付託を省略いたしたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

〔異議なし〕 

○松 浦 議 長   ご異議なしと認め、委員会への付託を省略いたします。 

これより質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

○明 木 議 員   議長。 

○松 浦 議 長   １番 明木一悦君。 

○明 木 議 員   １０ページですけど、繰出金として５３３万５千円一般財源繰り出

していますよね。その上、施設建設費として地方債５３０万借金をつ

くっているわけですけど、実際にとんとんな額なんですけど、借金を

つくる必要がなぜあるのか。非常に苦しい財政の中でできるものは財

源でやっていけばいいと思うんですけど。借金つくれば利子がつくわ

けですけど、そのあたりどのようにお考えでしょうか。 
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○松 浦 議 長   ただいまの質疑に答弁を求めます。 

金岡建設部長。 

○金岡建設部長   ただいまのご質問にお答えします。いわゆる繰出金につきましては、

決算に伴いまして、一般会計から繰入れていただいたものについて、

決算に伴いまして繰出しをさせていただくというもので、起債につき

ましては、やはり起債での交付税算入等ございますので、そういうこ

とも含めて財源等のあり方について全体的な取り組みをさせていただ

いておるという状況でございます。 

○松 浦 議 長   ほかに質疑はありませんか。 

〔質疑なし〕 

○松 浦 議 長   ほかに質疑ないようでございますので、これをもって質疑を終結い

たします。 

これより討論に入ります。 

討論はありませんか。 

〔討論なし〕 

○松 浦 議 長   討論なしと認め、これをもって討論を終結いたします。 

これより議案第１３１号、平成１８年度安芸高田市浄化槽整備事業

特別会計補正予算（第３号）の件を起立により採決いたします。 

本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○松 浦 議 長   起立多数であります。 

よって、本件は原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第２６ 議案第１３２号 平成１８年度安芸高田市簡易水 

道事業特別会計補正予算（第３号） 

○松 浦 議 長   日程第２６、議案第１３２号、平成１８年度安芸高田市簡易水道事

業特別会計補正予算（第３号）の件を議題といたします。 

この際、議案の朗読を省略いたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

市長 児玉更太郎君。 

○児 玉 市 長   議案第１３２号、議案名が平成１８年度安芸高田市簡易水道事業特

別会計補正予算（第３号）でございます。 

本案は、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ４，９６

９万円を追加し、予算の総額を１１億９，０２５万２千円とするもの

でございます。歳入につきましては、繰入金１，０６８万６千円、繰

越金３，６７２万９千円、諸収入２２７万５千円をそれぞれ追加する

ものでございます。歳出につきましては、総務費４２万３千円、施設

費１，２３５万７千円、諸支出金３，６７３万円をそれぞれ追加する

ものでございます。 

以上よろしく審議を賜りたいと思います。 

○松 浦 議 長   これをもって提案理由の説明を終わります。 
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この際、担当部長からの要点の説明を求めます。 

建設部長 金岡英雄君。 

○金岡建設部長   平成１８年度安芸高田市簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）

について、要点の説明をさせていただきます。 

６ページをお願いいたします。歳入でございますが、６款繰入金の

１項他会計繰入金、一般会計からの繰入金でございますが、１，０６

８万６千円を計上させていただいております。７款繰越金では１７年

度決算に伴いまして繰越剰余金３，６７２万９千円を計上させていた

だいております。８款諸収入の雑入では、さきの台風１３号関連によ

る大雨などでの水道施設の冠水や、落雷による被害に伴う保険金等２

２７万５千円を計上させていただいております。 

次に７ページをお願いします。歳出でございますが、１款総務費の

１項総務管理費の一般管理費でございますが、職員の人件費等で４２

万３千円を、２款施設費の１項施設管理費では、１，２５３万７千円

の追加をお願いしておりますが、その主なものは、需用費におきまし

て、通常の維持管理費の精算見込みに伴うもののほか、１３号台風関

係や落雷被害によりまして、施設の修繕費が主なのもで、特に八千代

におきましては、今回の水害により橋梁、共架などの給配水管の流出

や、道路等へ埋設しております水道管の流失などにより、応急復旧と

して９４６万４千円を計上させていただいております。向原給水区に

おきましては、雷被害により設備機器、メーター等機器の修繕費１８

６万９千円を計上させていただいております。工事請負費につきまし

ては、修繕費等需用費に組み替えをさせていただいたというため、１

５２万８千円を減額しております。 

８ページをお願いします。４款諸支出金の一般会計操出金でござい

ますが、繰越金相当額の３，６７３万円を計上しております。 

以上でございます。 

○松 浦 議 長   以上をもって要点の説明を終わります。 

お諮りします。 

本件は、委員会への付託を省略いたしたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

〔異議なし〕 

○松 浦 議 長   ご異議なしと認め、委員会への付託を省略いたします。 

これより質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

○入 本 議 員   議長。 

○松 浦 議 長   １５番 入本和男君。 

○入 本 議 員   細かいことを言って恐縮ですが、人件費のことではプラスになっと

るんじゃが、書いてあるとおりの朗読で理由説明がなかったんですが、

それでトータル的に言うのも変な話ですが、このたび９ページを見る

と４２万３千円、下は４０万、よその前回までの見ると大体合計欄の
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数字は合っているんですが、合わない理由はどういうふうに我々は理

解すれば。今まで合いよってここで合わんようになってくるけえ疑問

を感じるんですが。ここで言う休日出勤手当が減額になっておるとい

うことは振替休日されて、そうされて努力された経緯が見られるわけ

ですが、時間外が前回の１３１号に比べて、この分については１１名

で５０万円。前回の１３１号は１人で４１万２千円ですか。そこらの

人件費に対するわずかでも説明いただかないと、我々は理解に苦しむ

わけなんですが、１１人で５０万円と１人で４１万円と、仕事の量が

どういうふうになって、どうなるから人件費が上がったと、一言ほど

つけてもらえばわざわざここで質問することもないんですが、今何点

か言った分の説明をお願いします。 

○松 浦 議 長   ただいまの質疑に答弁を求めます。 

暫時休憩いたします。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午後  ３時４０分 休憩 

午後  ３時４１分 再開 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

○松 浦 議 長   休憩を閉じて会議を再開いたします。 

答弁を求めます。 

建設部長 金岡英雄君。 

○金岡建設部長   大変失礼いたしました。 

７ページの４２万３千円、一般管理費の関係のところでございます

が、職員手当４０万につきましては、９ページの職員手当の内訳の時

間外勤務等のところで上げております、職員手当の４０万でございま

す。あと共済費等で４２万３千円ということでございます。 

時間外についてでございますが、今もご質問ございましたように、

トータルの中で今全体の時間外の中で支出をさせていただいています

が、特に今回災害等もありまして、それに対応する事務などをやって

おります。そういう中で極力時間外を使わないようにということで、

休日等についても振りかえなどをやっておるという状況でございます。

今後におきましてはそういう対応をやっていきたいと思っております。 

以上です。 

○松 浦 議 長   ほかに質疑ありませんか。 

１５番 入本和男君。 

○入 本 議 員   わかっとる人がペラペラしゃべって、私はよくわからんのんですが、

今言われた９ページのところで、４２万３千円と４０万円の２万３千

円の違いの理由を私は理解できないですよというのがひとつあったん

ですよ。前回の１３１号においては、そこの合計が合っとるんだけど、

関係ないんですかね。大体ほかなの合っとるんよね、それが。今まで

説明しとるのが。 

○松 浦 議 長   休憩いたします。 
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～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午後  ３時４３分 休憩 

午後  ３時４５分 再開 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

○松 浦 議 長   再開いたします。 

１５番 入本和男君。 

○入 本 議 員   大変見方がまずくて失礼な質問しまして、休憩中にご理解いただく

回答いただき、ありがとうございました。 

時間外手当の出し方というのは、今のように人数割に対して、多い

場合と少ない場合とがあったり、休日出勤も振り替えという形で私が

申したんですが、そのような形で減額されておる非常に好ましいケー

スもあるんですけれども、事業によって計算できない部分があったり

とか、今のように明許繰越した場合に作業がいらなくなってから減額

するとかいうようなケースがあろうと思うんですが、そういう点では

やはり人件費がわずかでも、１人の場合と１１人の場合とでもそうい

うふうに残業手当が違ってくるわけですよね。１１人で５０万円と、

１人で４１万２千円とか言ったら平均値にするとひどい差があるわけ

です。そこらあたりも今後人件費の上限については、やはりチェック

されたうえでの問題だろうと思いますんで、その説明も予算説明の場

合はただ人件費なんぼと書いてあるとおり言われるんじゃなくて、こ

ういう理由で上がりましたよ、減りましたよというような付け加えを、

人件費の場合特になかったので、ここで申し上げるのも何かと思った

んですが、そういう点で伺ったわけでございますんで、大体１１人で

５０万円いうたら５万円くらい、大体時間給にして１人当たりがどの

くらいになっとる計算で積み上げられたのか。 

○松 浦 議 長   ただいまの質問に答弁を求めます。 

休憩をいたします。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午後  ３時４７分 休憩 

午後  ３時４９分 再開 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

○松 浦 議 長   再開をいたします。 

ただいまの入本議員の質問に答弁を求めます。 

建設部長 金岡英雄君。 

○金岡建設部長   大変失礼いたしました。 

９ページでは、時間外勤務手当が大体比較のところで５０万余りで

ございます。１１人で割りますと約５万円程度というご質問でござい

ました。時間外の単価はそれぞれ給与によって違いますが、平均３千

円くらい、時間あたりにしますと、１５、６時間というふうな見込に

なろうかと思います。 

以上でございます。 
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○松 浦 議 長   入本議員、理解していただけましたか。 

ほかに質疑はありませんか。 

〔質疑なし〕 

○松 浦 議 長   ないようでございますので、これをもって質疑を省略いたします。 

これより討論に入ります。 

討論ありませんか。 

〔討論なし〕 

○松 浦 議 長   討論なしと認め、これをもって討論を終結いたします。 

これより議案第１３２号、平成１８年度安芸高田市簡易水道事業特

別会計補正予算（第３号）の件を起立により採決いたします。 

本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○松 浦 議 長   起立多数であります。 

よって、本件は原案のとおり可決をされました。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

日程第２７ 議案第１３３号 平成１８年度安芸高田市飲料水 

供給事業特別会計補正予算（第１号） 

○松 浦 議 長   日程第２７、議案第１３３号、平成１８年度安芸高田市飲料水供給

事業特別会計補正予算（第１号）の件を議題といたします。 

この際、議案の朗読を省略いたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

市長 児玉更太郎君。 

○児 玉 市 長   議案第１３３号、議案名、平成１８年度安芸高田市飲料水供給事業

特別会計補正予算（第 1号）でございます。 

本案は、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１１７万

９千円を追加し、予算の総額を１，０５７万８千円とするものでござ

います。歳入につきましては、繰入金２５万８千円、繰越金８３万８

千円、諸収入８万３千円をそれぞれ追加するものでございます。歳出

につきましては、施設費３４万円、諸支出金８３万９千円をそれぞれ

追加するものでございます。 

以上よろしく審議を賜りたいと思います。 

○松 浦 議 長   これをもって提案理由の説明を終わります。 

この際、担当部長から要点の説明を求めます。 

建設部長 金岡英雄君。 

○金岡建設部長   失礼いたします。平成１８年度安芸高田市飲料水供給事業特別会計

補正予算（第１号）について、要点の説明を行います。 

６ページをお願いいたします。歳入でございますが、６款繰入金の

１項他会計繰入金、一般会計繰入金でございますが、２５万８千円を

計上させていただいております。４款繰越金では、１７年度決算に伴

い剰余金８３万８千円を計上させていただいております。５款諸収入

の雑入では、落雷による簾地区施設被害に対しましての保険金８万３
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千円を計上しております。 

次に７ページをお願いします。２款施設費の１項施設管理費ですが、

落雷などによる施設の修繕等によりまして３４万円を計上しておりま

す。４款諸支出金の一般会計操出金ですが、繰越金相当額の８３万９

千円を計上させていただいておるところでございます。 

以上でございます。 

○松 浦 議 長   以上をもって要点の説明を終わります。 

お諮りします。 

本件は、委員会への付託を省略いたしたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

〔異議なし〕 

○松 浦 議 長   ご異議なしと認め、委員会への付託を省略いたします。 

これより質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

〔質疑なし〕 

○松 浦 議 長   質疑なしと認めます。 

これをもって質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。 

討論はありませんか。 

〔討論なし〕 

○松 浦 議 長   討論なしと認め、これをもって討論を終結いたします。 

これより議案第１３３号、平成１８年度安芸高田市飲料水供給事業

特別会計補正予算（第１号）の件を起立により採決いたします。 

本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○松 浦 議 長   起立多数であります。 

よって、本件は原案のとおり可決されました。 

ここで請願について報告いたします。 

本日までに受理した請願は１件ですが、お手元に配布しております

請願文書表のとおり、文教厚生常任委員会に付託いたしましたので、

報告いたします。 

以上で、本日の日程は全部終了しました。 

本日はこれにて散会いたします。 

議事の都合により、明日、明後日は休会といたし、次回は１１日午

前１０時から再開といたします。 

ご苦労でございました。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午後３時５５分 散会 
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